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憲
法
調
査
会
の
憲
法
制
定
に
閲
す
る
小
委
員
会
に
「
現
代
史
の
専
門
家
」
が
一
人
も
加
わ
っ
て
い
ず
、
憲
法
調
査
会
全
体
を
兇
ま
わ
し

（
１
）
 

て
も
「
懸
法
史
の
専
門
的
知
識
の
あ
る
も
の
」
が
一
人
も
い
な
い
珈
災
が
拐
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
紡
采
、
日
本
の
惣
法
を
調
査
す
る
調

査
会
で
、
か
ん
じ
ん
の
川
本
の
国
内
政
論
の
動
向
と
い
う
要
因
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
調
査
で
も
っ
と
も
欠
け
て
い

（
２
）
 

る
の
は
、
岡
本
自
身
の
こ
と
」
と
い
う
事
態
が
招
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
国
潅
注
に
側
す
る
論
議
を
展
開
す
る
際
に
、
懸
法
史
ひ
ろ
く
は
現
代
史
・
政
治
山
の
視
点
を
欠
い
て
い
る
の
は
政
府

の
憲
法
調
炎
会
だ
け
で
は
な
い
。
憲
法
調
査
会
の
動
向
を
批
判
す
る
側
の
論
議
の
巾
に
お
い
て
も
、
と
も
す
る
と
現
代
史
的
視
点
が
欠
落

し
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
、
憲
法
制
定
の
問
題
が
論
議
さ
れ
る
際
に
著
し
い
傾
向
の
よ
う
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
遜
法
制
定
権
力
に
側
す
る
研
究
史
を
概
観
す
る
時
、
そ
こ
に
見
出
せ
る
の
は
法
と
政
治
と
の
緊
張
し
た
関
係
の
追
究
で
あ

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
述
動
史
的
澗
影

一
ハ
ー

高
野
岩
三
郎
「
憲
法
私
案
」
の
社
会
運
動
史
的
背
景

只
今
の
憲
法
は
）
川
添
の
下
獄
み
の
お
人
た
ち
の
苦
労
の
た
霞
も
の
ゃ
が
ね
」

ｌ
堀
田
警
衛
『
審
判
』
よ
り
Ｉ

「
日
本
国
懸
法
の
日
生
的
要
因

高
橋
彦
博



商
野
岩
三
郎
識
法
私
案
の
社
会
迦
釛
史
的
背
景

’
一
ハ
ー
ー

り
ワ
そ
こ
で
は
、
「
法
の
究
極
に
在
る
も
の
」
を
安
易
に
政
沿
的
な
る
も
の
に
帰
請
さ
せ
る
方
向
が
拒
否
さ
れ
る
と
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る

純
粋
法
学
的
な
把
握
へ
の
反
省
も
示
さ
れ
て
に
錘
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
懸
法
制
定
経
過
に
側
す
る
把
握
は
、
依
然
と
し
て

非
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
終
っ
て
い
る
価
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
例
を
挙
げ
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
」
説
に
批
判
を
示
し
な
が
ら
も
、
日
本
国
懸
法
を
制
約
す
る
規
純
と
し
て

（
４
）
 

「
ポ
ツ
ダ
ム
立
一
両
」
を
挙
げ
て
い
ゐ
例
が
あ
る
。
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
い
う
災
定
遜
法
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
根
木
規
範
」
（
○
国
日
日
〕
・
吋
日
）
、

ま
た
は
Ｃ
・
シ
『
｛
ミ
ッ
ト
の
い
う
懸
法
体
か
ら
区
分
さ
れ
た
「
懸
法
」
つ
『
①
Ｈ
衝
脇
目
い
）
概
念
に
州
当
す
る
も
の
が
悲
法
制
定
椛
力
の
所

在
を
示
す
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
結
果
、
そ
れ
は
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ポ
ツ

ダ
ム
宣
一
一
一
一
ｍ
」
を
原
基
点
と
す
る
把
握
か
ら
は
、
「
八
・
一
五
」
の
変
革
は
、
「
上
か
ら
の
革
命
」
で
も
な
く
「
下
か
ら
の
革
命
」
で
も
な
い

「
横
か
ら
の
革
命
」
で
あ
る
と
す
る
結
論
が
導
き
川
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
し
か
に
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
は
一
九
四
五
年
以
除
の
日
本
の
変
革
の
起
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
日
木
凶
懸
法
の
制
定

に
関
し
て
い
え
ば
、
「
八
・
一
五
」
か
ら
日
本
国
懸
法
の
発
布
ま
で
の
一
年
ほ
ど
の
側
に
は
、
恋
法
制
定
経
過
の
分
析
の
際
に
無
視
で
き

な
い
「
下
か
ら
の
通
勤
」
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
「
下
か
ら
の
巡
勅
」
に
は
、
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
民
主
主
瀧
述
動
・

社
会
主
義
迦
勅
の
経
験
の
枝
み
重
ね
が
有
効
に
作
用
し
て
い
た
。
日
本
国
憲
法
の
憲
法
制
定
権
力
の
問
題
を
追
究
し
な
が
ら
、
「
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
」
を
原
基
点
と
し
て
設
定
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
事
笑
認
識
に
は
、
大
い
に
悶
越
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

懸
法
の
制
定
が
「
す
ぐ
れ
て
政
淌
的
な
現
象
」
で
あ
る
以
上
、
悲
法
制
定
絲
過
に
関
し
て
は
、
な
に
よ
り
も
政
治
史
的
視
点
か
ら
す
る

考
察
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
と
く
に
、
日
本
国
憲
法
の
「
押
し
つ
け
ら

れ
た
懸
法
」
説
的
把
握
を
検
討
す
る
際
に
は
、
政
論
史
的
視
点
の
独
柵
が
こ
と
さ
ら
に
取
妥
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。



た
と
え
ば
、
大
日
木
帝
脚
憲
法
に
代
表
さ
れ
る
旧
体
制
の
巾
で
、
議
院
内
閲
制
へ
の
強
い
志
向
が
し
ば
し
ば
発
現
し
て
い
た
那
突
が
あ

り
、
そ
の
事
実
を
見
る
な
ら
ば
、
日
本
回
窓
法
に
お
け
る
議
院
内
閣
制
の
確
立
を
単
に
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
切
る

（
５
）
 

こ
と
は
囚
雌
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
懸
法
は
旧
懸
法
に
対
し
て
、
表
面
的
・
外
見
上
の
述
統
性
を
保
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

０
０
●
●
●
 

「
実
質
的
に
も
、
日
本
の
近
代
化
が
明
治
憲
法
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
補
完
し
、
発
展
さ
せ
る
と
い
う
コ
ー
ス
を
と
っ
た
の
で
あ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
●
０
●
●
●
●
０
０
●
●
 

っ
て
、
今
の
遜
法
が
議
院
内
閣
制
を
処
巫
Ⅲ
と
し
て
い
る
の
は
明
治
懸
法
が
な
す
べ
く
し
て
な
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
完
成
さ
せ

●
●
●
●
●
０
０
●
●
◆
０
●
 

（
６
）
》

る
と
い
う
癖
）
法
史
上
の
述
統
性
を
意
味
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
た
。

右
の
「
遜
法
史
上
の
述
統
性
」
を
み
る
場
合
、
な
に
よ
り
も
亜
規
さ
れ
る
べ
き
は
、
日
本
国
憲
法
制
定
当
時
に
発
表
さ
れ
た
各
稲
懸
法

草
案
の
検
討
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
六
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
各
煎
懸
法
草
案
を
、
新
・
旧
懸
法
を
含
め
て
主
椎
規
定
を

雅
準
に
仙
般
づ
け
る
と
、
並
右
翼
に
川
淌
懸
法
、
岐
左
狐
に
共
雄
党
案
、
そ
の
ほ
ぼ
巾
ほ
ど
に
Ⅲ
本
国
懇
法
が
位
微
す
る
こ
と
に
な
お
。

そ
し
て
、
日
本
国
憲
法
と
共
産
党
案
と
の
間
に
位
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
よ
り
「
進
歩
」
的
で
あ
る
が
共
産
党
案
ぼ
ど

（【ｌ）

「
急
進
」
的
で
な
い
案
と
し
て
は
、
「
懸
法
研
究
会
案
」
と
「
一
価
卿
案
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
懲
法
の
制
定
経
過
に
お
い
て
、
日
本
国
悲
法
草
案
よ
り
さ
ら
に
徹
底
し
て
民
主
化
を
規
定
し
て
い
た
草
案
が
、
少
な
く
と
も
三

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

砿
類
は
自
主
的
に
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
一
一
煎
緬
の
憲
法
草
案
の
存
在
は
、
日
本
国
懸
法
の
自
生
的
要
因
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
り
、
日
本
国
懸
法
が
日
本
の
近
代
史
・
現
代
史
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
な
に
よ
り
も
眺
弁
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
史
料
で
あ
る

も
の
で
あ
り
、

と
い
え
よ
う
。

以
下
に
お
い
て
は
、
右
の
三
種
類
の
憲
法
草
案
中
、
高
野
岩
一
一
一
郎
憲
法
私
案
を
取
り
上
げ
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

商
孵
私
案
の
場
合
、
そ
こ
に
は
、
術
野
岩
三
郎
の
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
三
代
を
通
じ
る
労
働
述
勅
と
の
幣
桜
な
側
述
が
、
彼
の
共
和

満
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

一ハーーー

ｌ
ｒ
Ｄ
。
，
‐
－
‐
０
』
■
Ｉ
ｈ
Ｉ
ｑ
，
－
１
Ｉ
Ｐ
Ｉ
■
Ⅱ
Ⅱ
■
且
■
■
Ⅱ
■
・
■
１
１
１
－
二
■
■
■
■
■
■
△
■
Ｉ
■
Ｐ
Ｆ
・
■
■
■
■
ロ
｝
－
■
Ｉ
Ｉ
Ｂ
■
Ⅱ
Ⅱ
■
ロ
０
１
Ｉ
Ｐ
Ｉ
■
■
■
’
５
０
０
０
１
，
■
Ｂ
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｂ
■
▽
ｌ
■
□
■
０
｜
■
０
１
Ⅱ
Ⅲ
－
１



ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
 

に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
吸

論
の
主
な
ね
ら
い
で
あ
る
。

満
野
岩
三
郎
遜
法
私
案
の
社
会
迩
肋
史
的
将
殿

六
四

国
憲
法
思
想
を
生
み
出
し
た
歴
史
的
背
景
と
し
て
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

統
計
学
者
と
し
て
の
高
野
、
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
創
設
者
と
し
て
の
高
野
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
が
語
ら
れ
て
い
る

が
、
労
勧
迩
励
と
の
側
述
で
満
卿
が
論
じ
ら
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
で
、
以
下
、
戦
前
の
Ⅱ
木
の
労
仙
巡
動
に
お
け
る
両
断
岩

三
郎
の
位
悩
づ
け
を
小
心
的
に
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
尚
野
の
共
和
凶
思
想
を
根
総
と
す
る
懸
法
私
案
の
も
つ
鵬
史
的
背
鍬
を
川
ら
か

に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
倒
渉
法
の
日
生
的
要
因
の
一
つ
を
浮
び
上
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
こ
の
小

⑩
長
谷
川
正
安
”
憲
法
制
定
の
経
過
１
憲
法
調
査
会
を
調
査
す
る
ｌ
”
（
『
思
想
』
第
四
九
一
号
、
一
九
六
五
年
五
月
）
。

②
催
谷
川
正
安
”
懸
法
制
定
の
紙
過
（
桃
）
Ｉ
懸
法
洲
流
会
を
訓
悲
す
ゐ
Ｉ
”
（
『
思
想
』
節
四
九
二
号
、
一
九
六
狐
年
六
月
）
。
／

③
懸
法
制
定
権
力
に
側
す
る
鍛
近
に
お
け
る
代
表
的
な
論
考
と
し
て
は
、
芦
部
信
喜
”
懸
法
制
定
権
力
”
（
『
Ⅲ
木
瓜
惣
法
体
系
、
箙
一
巻
、
総
論
ｌ
』

一
九
六
一
年
、
所
収
）
を
挙
げ
為
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
？
な
お
、
Ⅲ
。
ケ
ル
ゼ
ソ
自
身
が
、
「
法
学
が
法
の
科
学
で
あ
り
た
い
な
ら
ば
、
法
学
を
完

全
に
政
論
学
か
ら
分
離
せ
よ
な
ど
と
ど
う
し
て
要
求
で
き
よ
う
か
。
法
学
と
政
治
学
の
分
離
は
澱
庇
問
題
で
あ
る
」
旨
を
述
ぺ
て
い
る
例
も
あ
あ
。

（
四
・
門
の
］
の
⑦
ロ
》
○
８
の
側
一
目
胃
。
ｑ
・
［
信
葛
目
。
、
Ｂ
Ｒ
》
巳
駐
．
ご
・
蘭
『
日
・
）

例
川
添
利
率
”
憲
法
の
制
定
ｌ
変
遷
Ｉ
改
正
〃
（
岩
波
識
座
、
現
代
法
２
『
現
代
法
と
国
家
』
一
九
六
五
年
、
所
収
・
）
傍
点
は
引
川
者
、
以
下
同
じ
、

⑤
中
村
打
蝿
政
浴
山
時
一
九
六
三
年
、
六
五
、
八
八
－
八
九
、
一
○
二
’
一
○
三
、
二
二
六
’
二
二
七
の
浴
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

⑥
中
村
哲
”
議
院
内
閣
制
の
危
磯
”
（
『
法
律
時
報
」
一
九
六
二
年
四
月
。
の
ち
に
吉
村
正
編
『
首
相
公
選
論
』
一
九
六
二
年
、
に
所
収
。
）

、
、
小
林
祗
樹
”
制
懸
史
の
脈
皿
的
考
察
“
（
『
思
想
』
節
四
五
五
号
、
一
九
六
二
年
五
月
。
の
ち
に
『
川
本
に
お
け
る
憲
法
動
態
の
分
析
』
一
九
六
三

年
、
に
所
収
。
）



－１ 

￣；ﾛ,■ 

ｐ￣ 

（
１
）
 

尚
野
岩
三
郎
〃
改
正
憲
法
私
案
要
綱
”
の
根
木
原
則
は
、
「
天
皇
制
二
代
エ
テ
大
統
釧
ヲ
元
首
ト
ス
ル
共
和
制
ノ
採
川
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
根
本
原
則
に
は
、
「
天
皇
制
廃
止
」
と
「
大
統
領
制
」
の
二
つ
の
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
向
野
の
私
案
の
眼
側
は
、

「
天
皇
制
廃
止
」
の
ほ
う
に
あ
っ
た
。
商
野
は
、
「
天
皇
制
廃
止
」
の
Ⅲ
趣
で
、
懸
法
肌
究
会
何
人
や
Ⅱ
本
社
会
党
中
央
執
行
委
口
会
の

主
だ
っ
た
何
人
か
と
対
立
し
つ
つ
、
独
自
に
私
案
を
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

糊
野
が
「
天
晶
制
脆
止
」
を
主
狼
す
る
理
由
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
「
民
衆
の
民
衆
に
よ
る
政
治
」
で
あ
る
の
に
、
君
主
政
治
は
「
君

主
の
耕
土
に
よ
る
政
減
」
で
あ
り
、
「
両
者
は
ま
さ
に
対
雛
的
の
も
の
で
あ
り
、
と
う
て
い
調
和
す
べ
く
も
な
い
」
と
い
う
、
間
野
自
身

（
２
）
 

９
℃
認
め
て
い
る
よ
う
な
「
す
こ
ぶ
る
柵
単
肌
充
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
商
野
の
、
こ
の
よ
う
な
、
民
主
主
義
論
原
則
の
徹
底
と
い

う
点
で
は
日
本
国
憲
法
を
は
る
か
に
超
え
る
共
和
Ⅲ
憲
法
思
想
は
、
ど
こ
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

両
野
は
、
謙
年
時
代
か
ら
、
比
主
主
義
を
「
誕
歌
」
し
、
民
主
主
義
災
現
の
促
進
に
「
熱
怖
を
減
い
で
」
い
た
。
そ
れ
は
、
比
較
的
に

白
山
附
放
の
天
地
で
あ
っ
た
長
崎
に
生
れ
、
そ
の
後
、
東
京
の
神
田
、
日
本
橋
で
育
ち
、
「
下
町
気
分
町
奴
気
分
を
吸
収
」
し
て
い
た
か

（
３
）
 

ら
で
Ｊ
も
あ
っ
た
が
、
と
く
に
、
「
川
治
二
○
年
代
」
の
「
仏
蘭
西
流
の
自
山
民
権
論
」
の
洗
礼
を
受
け
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
日
本
労
働
迦
動
の
先
駆
者
、
問
野
房
太
郎
を
実
兄
に
持
っ
て
い
た
と
い
う
本
情
も
大
い
に
影
群
し
て
い
た
。
商
野
は
自
ら
「
私

●
●
●
●
●
●
●
 

（
４
）
 

自
身
の
社
会
観
に
対
し
て
は
、
こ
の
兄
の
存
在
は
一
の
大
き
な
影
瀞
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
疑
う
余
地
が
な
い
」
と
し
て
い

る
。
以
下
、
高
野
の
こ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
商
野
淵
三
郎
と
Ⅱ
木
労
働
運
動
と
の
側
述
を
追
究
す
〉
幻
こ
と
に
し
よ
う
。

商
野
は
、
一
八
九
五
年
、
帝
脚
大
学
法
科
大
学
政
治
学
科
を
卒
業
し
て
へ
の
ち
、
労
働
問
題
・
社
会
川
越
を
専
攻
す
べ
く
大
学
院
に
箙

商
野
艦
三
郎
懸
法
私
案
の
社
会
迩
助
史
的
衛
叛

六
五

■
●
白

日
０
｜
‐
■
’
ｊ
●

二
、
高
野
の
労
働
通
勤
に
対
す
る
一
直
接
介
入
の
試
み



ｌ
‐
１
１
１
ｉ
 

商
野
鰐
三
郎
憲
法
私
衆
の
社
会
巡
肋
史
的
背
蝋

一ハーハ

を
微
い
た
。
二
年
ほ
ど
経
っ
て
、
誹
座
の
関
係
で
、
統
計
学
に
専
攻
科
目
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
高
野
は
、
実

地
調
査
、
社
会
統
計
研
究
の
側
耐
か
ら
、
社
会
間
題
あ
る
い
は
労
働
問
題
へ
近
づ
く
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
方
向
は
、
す
で

（Ｐ、）

に
紫
生
時
代
、
”
同
色
の
斤
伊
・
己
。
□
〕
口
目
。
ご
・
”
と
逆
す
る
小
論
を
ま
と
め
た
当
時
か
ら
内
在
的
に
志
向
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

今
世
紀
初
頭
の
満
野
の
祇
勅
の
舞
台
は
、
主
と
し
て
社
会
政
簸
学
会
で
あ
っ
た
。
戦
前
の
日
本
の
社
会
政
雄
学
会
の
「
第
一
期
」
は
、

金
井
処
、
桑
川
熊
蔵
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
が
、
金
井
・
桑
田
の
二
人
が
、
ド
イ
ツ
社
会
政
簾
学
派
巾
、
Ａ
・
ワ
グ
ナ
ー
の
影
縛
を
強
く

（
６
）
 

受
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
「
鋪
二
期
」
を
代
表
す
る
荷
野
と
桶
川
徳
一
一
一
の
二
人
は
、
「
プ
レ
ン
タ
ー
ノ
を
机
述
す
る
」
立
場
に
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
金
井
が
、
「
今
日
は
知
ら
な
い
が
数
十
年
の
後
に
至
っ
て
本
邦
内
に
同
盟
罷
工
等
が
、
却
て
統
為
起
っ
て
、
或
は
極
端
の

０
６
０
０
●
●
●
●
０
０
●
●
０
０
 

社
会
主
幾
が
凹
内
に
》
塾
延
せ
ん
と
も
計
ら
れ
ず
、
今
か
ら
し
て
保
謹
の
郡
に
注
意
を
し
て
腿
く
の
が
伺
捌
罷
工
を
枢
い
だ
０
或
は
社
会
主

●
●
●
０
０
０
０
０
０
●
 

（
７
）
 

●
０
０
 

義
の
蔓
延
を
妨
ぐ
る
の
道
で
あ
ら
う
と
忠
ふ
」
と
、
「
一
十
防
莱
」
の
伽
点
か
ら
工
場
法
の
川
越
を
従
起
し
て
い
る
の
に
対
し
、
耐
野
が
、

「
我
国
の
現
状
を
省
み
茨
す
る
と
、
我
労
働
者
の
意
気
地
な
さ
過
ぎ
る
こ
と
に
呆
れ
ざ
る
を
得
な
い
や
う
な
次
鋪
で
あ
り
ま
す
が
、
処
れ

●
 

に
は
敵
だ
の
珈
怖
が
あ
り
ま
す
の
で
、
一
朝
一
夕
に
英
吉
利
の
如
き
他
の
国
の
摸
範
と
な
っ
て
居
る
様
な
有
様
に
は
進
め
な
い
。
併
し
長

●
０
０
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
０
●
●
●
０
０
●
●
●
０
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
●
●
０
０
０
０
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

い
間
に
は
労
鋤
者
の
有
力
な
る
団
結
は
起
っ
て
来
る
に
辨
哩
ひ
な
い
。
又
起
っ
て
来
な
け
れ
ば
我
国
の
進
歩
は
辿
も
健
全
に
十
分
に
出
来
な

●
 

（
８
）
 

●
●
●
●
 

い
と
忠
ふ
の
で
あ
り
ま
、
丁
」
と
、
「
人
氏
の
目
地
」
の
観
点
か
ら
洲
澱
組
〈
川
の
問
題
提
起
を
行
な
っ
て
い
る
訓
災
は
、
特
徴
的
で
あ
る
。

●
●
 

右
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
、
社
会
政
箙
学
会
左
派
の
立
場
か
ら
、
商
野
は
、
労
働
者
の
家
計
洲
査
を
行
な
い
、
大
原
社
会
間
魁
研
究
所
の

所
長
と
な
り
、
労
働
者
教
育
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
社
会
述
軌
の
三
羽
烏
」
と
一
一
一
一
Ⅱ
わ
れ
た
山
名
瀧
慨
っ
棚
橘
小
虎
、
麻
生

久
の
三
名
を
育
て
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
山
名
、
棚
橘
、
麻
生
の
三
名
が
、
友
愛
会
の
日
本
労
働
総
伺
獅
へ
の
転
化
・
発
展
に
架
し
た
役

割
の
大
き
さ
に
つ
い
て
嘘
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。



■
Ⅱ
 

雛
一
次
世
界
大
戦
の
あ
と
、
社
会
述
動
・
労
伽
通
勤
は
急
速
に
興
隆
し
は
じ
め
、
尚
野
も
、
勃
興
し
た
労
肋
運
動
と
密
接
な
関
係
を
柿

っ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
発
生
し
た
の
が
、
圃
際
労
伽
会
議
労
働
代
表
選
川
那
件
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
館
一
回
国
際
労
働
会
談
が
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
か
ら
も
労
働
代
表
を
派
適
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
際
、
間
野
が
侯
柵
者
に
選
ば
れ
、
商
勝
も
ま
た
そ
れ
を
一
度
承
認
し
て
お
き
な
が
ら
、
の
ち
に
辞
退
す
る
に
至
り
、
辞
退
と
同

時
に
来
京
帝
国
大
学
教
授
を
も
辞
征
す
る
結
采
と
な
っ
た
経
過
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
皿
り
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
る
ま
で
、
高
野
と
労
働
迷
動
と
の
関
係
は
、
間
陵
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
、
学
究
と
し
て
の
枠
を
守
っ
て
の
接
触
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
労
肋
代
表
受
識
の
際
、
商
卿
は
、
は
じ
め
て
、
労
仙
巡
助
へ
の
肛
峻
的
な
介
入
を
志
し
た
の
で
あ
る
。
櫛
野
は
、

（
マ
マ
）

自
ら
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
「
去
る
十
八
日
（
一
九
一
九
年
九
月
ｌ
引
川
者
）
国
際
労
働
会
議
に
参
別
す
べ
き
労
側
者
代
表
委
員

●
●
●
●
●
０
０
●
●
●
●
●
●
 

選
定
協
識
会
に
於
て
私
が
節
二
候
補
新
と
し
て
避
挙
せ
ら
れ
た
の
は
、
意
外
と
し
た
所
で
あ
る
。
諭
し
私
は
一
個
の
学
究
に
し
て
労
肋
間

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
０
０
●
０
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

す
）

題
の
研
究
者
た
る
に
止
ま
り
、
直
接
労
働
者
迩
劫
に
関
与
し
米
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
止
め
る
。
」

は
じ
め
、
労
働
代
表
は
木
多
粘
一
に
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
頃
、
商
野
は
、
木
多
の
机
談
に
応
じ
、
「
友
愛
会
及
信
友
会
の
有
力

な
る
労
働
団
体
の
代
表
者
等
が
協
識
会
か
ら
脱
退
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
足
等
の
諒
解
な
く
し
て
労
働
代
表
委
員
と
な
る
こ
と
を
受
諾
す

（
ｍ
）
 

る
の
は
考
え
物
で
あ
る
、
若
し
さ
う
す
れ
ば
友
愛
会
典
他
よ
り
強
硬
な
る
反
対
の
来
る
の
は
一
十
Ｍ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
助
言
し
て
い
る
。

そ
う
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
木
多
が
辞
退
し
、
自
分
が
正
式
の
侯
袖
者
と
な
る
と
、
高
野
は
、
急
に
考
え
を
変
じ
た
。
変
じ
た
理

由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
私
は
Ｍ
る
去
就
に
迷
ふ
た
が
、
協
議
貝
会
の
惟
臓
あ
り
、
友
人
諸
氏
の
熱
望
あ
り
、
当
局
の
懇
論

●
●
０
●
■
０
０
●
●
●
●
０
０
●
●
０
０
０
０
Ｃ
Ｄ
●
●
●
●
●
●
０
０
●
●
●
●
●
●
●
●
 

あ
り
、
尚
ぼ
労
働
団
体
に
於
て
も
私
が
労
働
代
表
者
た
る
｝
」
と
自
体
に
は
強
ち
反
対
で
な
い
や
う
で
あ
る
か
ら
諒
解
の
途
が
つ
く
で
あ
ら

（
皿
）

』
ゾ
と
思
い
多
少
の
矛
燗
を
瓢
〃
ず
、
敢
て
任
を
受
く
る
に
沢
し
た
。
」

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

六
七

・
１
－
１
１
１
１
１
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－
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１
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７
‐
Ｉ
－
１
１
‐
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‐
１
０
｜
■
■
Ⅱ
Ｖ
■
■
■
■
ワ
ー
ヮ
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■
■
■
■
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■
■
■
■
■
■
■
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Ｉ
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■
■
■
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■
■
■
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■
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も
。

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

六
八

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
祢
野
と
労
働
通
勤
一
般
と
の
関
係
、
と
く
に
友
愛
会
と
の
関
係
、
そ
れ
も
友
愛
会
に
お
い
て
脂
螺
的
地
位
を

占
め
る
山
名
、
棚
橋
、
麻
生
と
の
関
係
を
考
え
て
、
自
分
な
ら
ば
労
働
団
体
の
諒
解
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
見
通
し
か
ら
、
代
表

と
な
る
こ
と
を
受
論
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
几
通
し
は
あ
ま
か
っ
た
。
「
友
愛
会
の
態
度
は
私
の
予
期
に
反
し
て
依
然
強
硬

（
肥
）

で
飽
く
ま
で
私
の
受
任
に
反
対
す
る
こ
と
カ
ー
主
張
し
て
巳
ま
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
荷
叫
の
労
伽
巡
助
へ
の
倣
接
的
な
介
入
の
耽
初
の
決
愈
は
、
決
意
の
ま
ま
に
終
り
、
災
行
に
移
さ
れ
る
機
会
を
矢
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
、
高
野
の
、
そ
の
後
の
労
働
運
動
へ
の
直
接
介
入
の
独
自
な
型
を
導
き
出
す
結
果
と
な
っ
た
よ
う
で
あ

こ
う
し
て
、

の
で
あ
る
が
、

〉
●
◎

(5) (4) 3）（２）（’ 

高
野
の
”
改
正
憲
法
私
案
要
綱
“
は
、
鈴
木
鳩
一
郎
縞
『
か
つ
ば
の
庇
」
一
九
六
一
年
、
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

間
断
”
囚
わ
れ
た
る
民
衆
”
（
右
『
か
つ
ば
の
庇
』
四
七
ペ
ー
ジ
》

何
右
、
四
四
ペ
ー
ジ
。
こ
の
点
に
閲
し
、
般
近
、
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
「
東
大
明
治
二
十
八
年
の
卒
業
生
は
、
多
く
の
秀
才

を
出
し
た
。
浜
口
、
幣
臓
、
伊
沢
、
下
岡
、
小
野
塚
、
高
野
、
矢
作
。
…
…
彼
ら
『
二
八
会
』
の
連
中
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
で
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
っ

た
．
こ
れ
は
、
彼
ら
が
少
年
時
代
を
川
減
十
七
、
八
年
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
勃
興
の
時
代
に
送
り
、
そ
の
肌
に
お
い
て
志
を
た
て
、
Ⅱ
耐
戦
争
と
い
う

●
０
０
●
●
Ｃ
Ｏ
●
、
●
●
０
０
●
●
０
０
Ｏ
●
０
０
●
●
●
●
０
０
●

進
耶
ラ
ッ
．
〈
に
送
ら
れ
て
、
大
学
を
出
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
？
日
本
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
彼
ら
に
お
い
て
奇
妙
な
泥

●
●
●
●
●
●
●
 

市
合
隅
を
や
っ
た
。
Ｌ
（
大
内
兵
衛
”
折
り
折
り
の
人
③
“
『
机
Ⅱ
析
川
Ｌ
一
九
六
六
年
一
一
一
Ⅱ
一
六
Ⅱ
、
夕
刊
。
）

高
岬
”
社
会
政
簸
学
会
創
立
の
こ
ろ
”
（
右
『
か
つ
ば
の
舵
』
九
二
’
九
三
ペ
ー
ジ
）
。
の
ち
に
ふ
れ
為
よ
う
に
（
館
三
節
注
㈹
）
、
高
野
は
『
産
業

民
主
制
諭
し
を
「
亡
兄
高
好
脇
太
郎
」
に
捧
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
社
会
主
義
者
た
る
片
山
氏
と
純
然

●
●
０
●
●
●
●
０
０
●
●
Ｃ
Ｄ
●
 

た
沿
牛
火
米
流
の
労
勧
細
令
論
考
た
る
我
兄
と
が
堅
く
手
を
握
っ
て
稀
閲
し
た
る
腿
史
は
長
く
我
労
働
巡
肋
史
上
に
一
刑
期
を
成
す
も
の
で
あ
る
こ

と
は
争
ふ
く
か
ら
ざ
る
所
で
あ
ら
う
」
⑲
こ
の
よ
う
な
兄
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
の
ま
ま
高
野
の
行
動
基
準
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

高
野
”
統
計
学
を
専
攻
す
る
ま
で
ぐ
（
右
『
か
つ
ば
の
庇
」
六
六
ペ
ー
ジ
以
下
。
）

一一Ｌ21国０ 

－ 
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三
、
澗
岬
の
労
働
迎
動
に
お
け
る
Ｍ
問
的
地
位
の
確
立

商
肝
の
労
働
代
表
辞
征
は
、
同
好
と
労
伽
迦
肋
と
の
関
係
を
、
ま
す
ま
す
滞
接
な
も
の
と
し
た
。

商
野
は
、
労
働
代
表
辞
脈
の
あ
と
、
人
脈
社
会
Ⅲ
脳
研
究
所
の
仕
珈
に
専
念
す
る
一
力
、
当
時
、
よ
う
や
く
た
か
ま
っ
て
き
た
撫
産
政

党
結
成
巡
動
に
も
枇
極
的
な
関
心
を
凡
せ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
五
一
年
に
は
、
「
し
ば
し
ば
『
火
曜
会
』
に
川
席
し
、
森
戸
辰
男
、

（
１
）
 

河
上
丈
太
郎
、
杉
山
一
九
滴
川
ら
と
労
働
組
〈
Ⅱ
間
脳
、
無
戯
政
党
結
成
問
題
に
つ
い
て
懇
談
を
つ
づ
け
」
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

無
産
政
党
が
結
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
党
首
就
任
悶
題
が
発
生
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

高
野
は
、
麻
生
、
山
名
、
棚
橋
、
河
上
の
ほ
か
、
河
野
癖
、
三
輪
寿
壮
、
細
野
三
千
雄
、
菊
川
忠
雌
な
ど
、
東
京
帝
大
出
身
の
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
ッ
ィ
ア
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
Ｈ
木
労
農
党
（
一
九
二
六
年
’
一
九
二
八
年
）
と
と
く
に
深
い
関
係
に
立
っ
た
。
当
時
、
左
の
労
働

農
民
党
は
大
川
郁
夫
を
委
員
瞳
と
し
、
右
の
社
会
氏
衆
党
は
安
部
磯
雄
を
委
貝
長
と
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
労
農
党
が
商
野
を

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

。
、
し

ユ
ノ
プ

"（､）（1０（９） 8）（７） (6) 

高
野
〃
辞
退
理
血
書
“
（
前
掲
『
か
つ
ば
の
肌
」
三
○
八
’
三
○
九
ペ
ー
ジ
。
）

金
井
延
〃
工
場
条
例
に
枕
て
〃
（
河
合
栄
流
郎
『
金
井
廷
の
生
涯
と
学
蹴
』
一
九
三
九
年
、
所
収
。
同
謙
、
川
六
二
ペ
ー
ジ
。
）

高
野
〃
人
氏
の
自
覚
”
（
社
会
政
策
学
会
編
、
社
会
政
策
学
会
論
叢
、
第
四
冊
『
市
営
事
業
』
一
九
二
年
、
所
収
。
同
書
、
二
九
四
’
二
九
五
ぺ

右
同
、
三
○
九
ペ
ー
ジ
。

右
側
、
三
○
九
ペ
ー
ジ
。

右
同
、
三
○
九
ペ
ー
ジ
。

大
内
兵
衛
〃
Ⅱ
木
社
会
政
策
学
会
の
迦
命

一
年
、
所
収
。
同
書
、
一
二
八
ペ
ー
ジ
。
）

ジ
｡ 

、－〆

〃
Ⅱ
木
社
会
政
策
学
会
の
迦
命
と
現
代
Ⅱ
本
経
済
学
の
使
命
』
（
弘
文
堂
「
社
会
科
学
講
腿
』
Ⅵ
、
「
社
会
間
題
と
社
会
巡
動
」
一
九
五

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
文
淌
『
労
働
巡
動
二
十
年
』
一
九
三
一
年
、
一
九
八
ペ
ー
ジ
以
下
に
詳
し
い
。
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高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

七
○

委
員
長
に
企
図
し
た
の
は
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
労
農
党
結
成
当
初
か
ら
、
数
度
に
わ
た
っ
て
強
力
な
交
渉
が
な

さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
、
間
野
は
、
委
圃
長
を
引
き
受
け
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
労
災
党
の
委
員
長
の
座
は
、
埖
後

戒
で
空
席
で
あ
っ
た
。

高
野
委
員
長
問
題
に
つ
い
て
、
日
十

で
、
以
下
、
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
。

「
三
輪
ｌ
前
の
Ⅲ
風
を
続
行
す
為
前
に
、
委
員
長
顕
柵
の
川
越
左
前
に
し
度
い
、

河
野
ｌ
高
野
氏
を
今
大
会
で
椎
鳩
し
て
、
承
艦
し
に
く
い
那
竹
に
な
る
と
側
る
か
ら
、
大
会
で
柵
題
に
す
ゐ
な
れ
ば
そ
の
点
を
考
え
然
ら
ず
ぱ
全
然

須
永
（
好
）
ｌ
川
越
に
せ
ぬ
が
い
ｋ
・

識
災
（
麻
生
）
Ｉ
そ
の
皿
り
に
し
ま
す
か
。
…
…

加
藤
（
勘
十
）
ｌ
小
火
委
貝
災
を
樋
く
か
お
か
ぬ
か
を
決
せ
よ
⑪

三
宅
（
正
一
）
ｌ
委
員
長
、
書
記
長
を
先
決
し
て
は
如
何
。

山
名
ｌ
麻
生
は
小
舞
な
ら
ん
と
い
ふ
か
ら
ど
う
か
ね
’

須
永
ｌ
高
野
さ
ん
を
ま
っ
か
、
党
内
か
ら
出
す
か
だ
。

棚
橋
ｌ
商
野
氏
は
他
康
上
、
牧
党
の
党
首
を
出
来
ぬ
。

力|ｌ須川｜
藤永鵬
１１１ 
他僕然
のはら
人言ぱ
は下、
どに澗
ぅ麻の

点墾鳶

三
宅
（
正
一
）
ｌ
委
員
長
、
書
記
長
を
小

識
腱
１
委
員
健
は
お
く
か
お
か
ぬ
か
。

須
永
Ｉ
高
野
さ
ん
が
一
・
二
年
に
決
諏

問
題
に
せ
ぬ
こ
と
だ
。

ん
が
一
・
二
年
に
決
せ
ぬ
と
す
れ
ば
早
く
法
し
た
方
が
よ
い
。

、
澗
の
意
中
の
人
は
如
何
。

０
 

下
に
麻
生
蒋
を
あ
げ
あ
。

日
本
労
農
党
の
内
部
で
は
、
次
の
よ
う
な
討
論
が
か
わ
さ
れ
て
匹
窪
。
き
わ
め
て
肌
味
あ
る
討
論
な
の

●
 

党
内
な
ら
麻
生
氏
よ
り
外
な
い
。

０
０
０
０
●
●
●
●
０
０
●
●
０
●
●
 

避
挙
で
一
ヵ
月
も
走
り
烟
せ
ば
死
ぬ
ぜ
。
節
一
一
に
、
先
生
の
生
活
澱
の
問
題
だ
。
党
で
は
先



－－－－－－－ 

、

櫛
獅
の
委
員
催
就
征
川
越
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
日
本
労
農
党
内
に
、
両
断
の
健
康
お
よ
び
社
会
的
地
位
等
を
芳
え
て
党
首
引
き
出
し

に
鱗
蹄
す
る
泄
児
、
さ
ら
庭
は
、
川
本
労
陛
党
に
お
い
て
実
際
に
果
し
て
い
る
麻
生
久
の
役
判
か
ら
し
て
、
麻
生
が
党
首
と
な
る
の
が
当

然
と
考
え
る
意
見
が
あ
っ
て
、
悶
越
が
粉
糾
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
何
よ
り
も
、
Ｌ
尚
野
自
身
が
、
党
首
問
題
に
は
慎

重
で
、
な
か
な
か
そ
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
党
首
未
定
の
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
右
の
討
議
か
ら
う
か

軍
で
、
』

が
え
る
。

（
３
）
 

向
野
は
、
日
本
労
此
痙
党
で
、
「
一
党
貝
と
し
て
入
党
働
く
こ
と
だ
け
は
考
臓
の
余
地
あ
る
」
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ｊ
ｂ
災

満
野
鰐
三
郎
懸
法
私
案
の
社
会
述
動
史
的
背
紫

七
一

生
を
漣
へ
な
い
。
こ
の
一
一
点
か
ら
、
商
野
さ
ん
を
鞭
む
の
は
気
の
識
だ
。
雄
初
か
ら
あ
き
ら
め
為
が
い
人
。

，
ロ
』
。
ｄ
●
。
●
己
。
。
●
●
⑤

●
●
●
０
０
ｑ
●
０
０
●
●
●
●
●
●
０
０
●
●
●
●
『
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｇ
Ｄ

麻
生
ｌ
先
生
の
生
漏
潭
Ｌ
け
ば
問
題
と
す
る
必
要
は
な
か
ら
う
。
先
生
を
心
中
さ
せ
る
と
い
へ
ぱ
、
大
正
八
年
に
既
に
先
生
を
し
て
大
学
教
授
の
戦
を

●
０
０
●
●
●
 

「
、
、

棒
に
ふ
ら
せ
た
。
し
か
し
先
生
は
常
に
我
々
の
迩
動
に
希
望
と
熱
意
を
以
っ
て
ゐ
ら
れ
る
。
そ
の
差
」
と
を
話
し
た
ら
、
先
生
も
そ
れ
を
り
ょ
う
と

●
●
●
 

せ
ら
れ
た
。
先
生
の
｝
」
の
気
持
を
光
す
こ
と
は
強
ち
無
意
義
で
は
な
い
。
虹
に
、
先
生
の
健
康
問
題
も
一
応
さ
る
こ
と
乍
ら
、
先
生
に
は
蝿
れ
て

●
●
●
 

後
や
む
の
意
気
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
河
野
君
も
こ
の
間
の
会
合
で
感
じ
た
ら
う
。

河
野
ｌ
然
り
。

●
 

麻
生
ｌ
須
永
対
等
は
満
野
さ
を
知
ら
ん
か
ら
名
士
を
か
つ
ぐ
級
に
忠
は
れ
る
た
ら
う
が
、
我
“
は
健
作
先
生
に
師
郡
し
て
、
先
生
は
火
山
氏
、
安
部

氏
緋
と
巡
っ
て
、
一
川
引
受
け
た
以
上
は
、
蝿
れ
て
後
や
む
の
通
気
を
持
っ
て
必
ず
や
り
迦
す
人
だ
。
だ
か
ら
洩
左
は
先
生
に
航
む
所
が
大
な
の

■
●
●
０
０
０
０
●
●
●
●
０
０
●
●
●
●
●
□
 

●
●
●
●
●
０
０
●
●
 

だ
。
そ
れ
に
、
商
騨
さ
ん
は
学
狩
と
い
ふ
・
よ
り
も
爽
行
家
な
の
だ
。
だ
か
ら
そ
こ
に
、
政
治
家
と
し
て
の
先
生
に
多
く
の
望
み
を
か
け
る
こ
と
が

出
来
る
の
だ
。
僕
が
先
生
に
非
常
な
鋤
醗
汕
を
お
も
ふ
の
は
、
先
生
の
そ
の
性
裕
に
あ
り
、
そ
の
実
行
力
に
あ
る
の
だ
。
…
…

望
月
（
脈
二
郎
）
ｌ
党
員
は
麻
生
氏
が
党
首
な
り
と
思
っ
て
ゐ
あ
。
…
…

河
野
ｌ
大
会
の
決
議
を
待
っ
て
ゆ
け
ば
先
生
は
必
ず
出
な
い
。

棚
橋
Ｉ
い
や
必
ず
出
る
。
」



▲二一■

日
木
大
衆
党
委
員
長
就
征
を
縢
蹴
し
た
理
由
と
し
て
、
高
野
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
維
時
の
問
題
、
自
身
の
鯉

（
５
）
 

廠
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
一
同
野
が
、
以
上
の
ほ
か
、
「
党
の
〈
叩
同
進
捗
後
に
お
け
る
党
財
政
」
の
問
題
を
懸
念
し
て
い
た
点
は
、
注
目
さ

れ
る
。
当
時
の
無
産
政
党
の
委
員
長
に
と
っ
て
、
最
大
の
仕
事
は
、
党
の
運
営
費
を
い
か
に
鮪
な
う
か
に
あ
っ
た
。
党
首
は
、
自
分
の
指

導
叫
念
を
犠
牲
に
し
て
も
、
経
営
体
と
し
て
の
党
の
運
営
に
尺
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
政
治
的
要
請
が
、
当
時
の
無
産
政
党
に
は
ま
つ
わ

っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
日
本
労
農
党
の
実
質
的
な
委
員
長
の
立
場
に
あ
っ
て
、
「
七
党
合
同
」
に
よ
る
日
本
大
衆
党
の
結
党
を
推
備
し

（
６
）
 

た
麻
生
な
ど
、
す
で
に
と
か
く
の
噂
を
呼
ぶ
行
動
を
と
っ
て
い
た
。
吉
、
野
が
、
委
員
長
就
征
に
慎
重
で
あ
っ
た
の
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事

情
も
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

●
●
●
□
０
０
●
●
●
●
●
 

（
７
）
 

高
野
は
、
日
本
大
衆
党
結
党
の
際
、
「
左
派
を
も
抱
擁
し
得
る
余
補
を
作
る
の
必
要
」
を
説
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
戦
線
統
一
の
主
張

高
野
燭
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

七
二

行
に
移
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

日
本
労
農
党
の
あ
と
を
受
け
て
誕
生
し
た
日
本
大
衆
党
（
一
九
二
八
年
’
一
九
二
九
年
）
に
お
い
て
、
再
び
、
揃
野
委
員
催
問
題
が
発
生

し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
高
野
は
、
つ
い
に
態
度
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
結
局
、
委
員
長
の
座
は
空
席
の
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
日
本
大
衆
党
の
場
合
、
党
内
に
は
、
こ
れ
ま
で
と
ち
が
っ
た
意
味
で
、
高
野
の
委
員
長
就
任
に
反
対
す
る
動
き
が
出
て
、
そ
れ
が
ま

す
ま
す
、
高
野
の
委
員
長
就
任
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
十
二
月
十
二
日
（
一
九
二
八
年
ｌ
引
川
者
）
の
夜
七
時
、
大
阪
進

０
●
０
０
●
●
●
●
●
●
０
０
０
０
 

め
社
桶
川
狂
二
宛
に
柴
尼
（
与
一
郎
ｌ
引
川
者
）
よ
り
依
頼
電
報
が
来
た
。
『
一
同
野
博
士
委
員
長
反
対
運
動
を
願
ふ
。
柴
尼
』
ｐ
柴
尾
の
自
白

で
は
、
平
野
、
麻
生
と
机
談
の
上
打
っ
た
の
だ
と
い
ふ
。
そ
の
理
巾
は
何
か
と
い
ふ
と
、
高
野
が
川
る
と
平
野
（
力
三
ｌ
引
川
者
）
の
専
制

Ｔ
）
 

が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
ふ
。
」

で
あ
る
。

》

〆



－－－＝￣－－－－－－－－ 

し
か
し
、
労
側
述
勁
の
災
際
の
肋
き
と
し
て
は
、
「
大
左
翼
結
成
」
で
は
な
く

す
な
わ
ち
、
日
本
大
衆
党
と
金
川
氏
衆
党
が
合
同
し
て
出
来
た
金
剛
大
衆
党
は
、

樹
螂
艦
三
郎
悲
法
私
案
の
社
会
巡
肋
史
的
背
景

一
九
二
九
年
に
は
、
右
の
社
会
民
衆
党
か
ら
全
国
民
衆
党
（
田
万
滴
胞
等
）
が
分
立
し
て
い
る
が
、
商
野
は
、
こ
の
場
合
に
も
委
員
長

侯
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
高
野
は
、
委
員
長
就
任
を
断
わ
り
、
「
顧
問
」
と
し
て
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
際
に
も
高
野
が
考

え
て
い
た
の
は
、
無
産
政
党
の
戦
線
統
一
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
日
本
大
衆
党
と
全
国
民
衆
党
と
の
合
同
で
あ
り
、
合
同
の
媒
介
作
用
を
目

（
８
）
 

分
が
行
な
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
９
）
 

岡
野
は
、
無
産
政
党
迎
釛
の
側
か
ら
の
将
三
に
わ
た
る
党
首
就
任
の
要
識
叩
に
は
つ
い
に
応
え
ず
、
「
顧
問
」
と
い
う
形
で
、
無
雌
政
党

述
勅
お
よ
び
労
伽
組
合
の
巡
釛
に
脚
援
的
に
介
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
形
は
と
も
か
く
、
介
入
の
動
機
と
し
て
は
、
戦
線
統
一
と

い
う
哩
念
が
、
商
野
を
刺
か
し
て
い
た
棋
械
で
あ
る
。

（
皿
）

そ
の
後
も
一
同
野
は
、
た
と
え
ば
日
本
大
衆
党
と
全
国
民
衆
党
と
の
〈
川
同
に
、
「
頗
側
と
し
て
立
会
う
」
労
を
と
っ
て
い
る
。
一
九
三
○

年
五
月
に
は
、
中
間
派
の
日
本
労
働
組
合
同
盟
と
、
右
派
の
日
本
労
働
総
同
盟
か
ら
分
立
し
た
労
働
組
合
全
国
同
盟
と
の
合
同
が
進
展
す

る
が
、
間
野
は
、
合
同
経
過
の
搬
告
を
両
者
か
ら
受
け
、
合
同
大
会
の
費
用
に
寄
付
を
行
な
い
、
合
同
後
の
新
組
合
（
全
国
労
働
組
合
同
棚
）

の
「
剛
Ⅲ
」
と
な
る
こ
と
を
快
沸
し
、
阿
組
へ
川
の
〈
川
何
の
勢
い
を
も
っ
て
日
本
大
衆
党
と
全
国
民
衆
党
と
の
合
同
を
す
す
め
る
よ
う
、
強

商
野
が
労
働
戦
線
の
統
一
と
し
て
追
求
し
た
の
は
、
ま
ず
、
中
川
派
勢
力
の
、
巾
Ⅱ
派
自
体
と
し
て
の
強
化
で
あ
っ
た
が
、
商
野
は
、
そ

●
●
●
●
●
●
 

●
●
●
●
 

れ
と
と
も
に
、
小
川
派
と
合
法
左
塊
勢
力
と
の
提
携
を
考
え
て
い
た
。
商
野
は
、
小
間
派
と
右
派
本
流
と
の
提
携
・
合
体
は
ま
っ
た
く
考

え
て
い
な
か
っ
た
。

（
Ⅲ
）
 

い
希
望
を
述
べ
て
い
る
。

「
大
右
溌
結
成
」
が
す
す
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

一
九
一
一
二
年
七
月
に
合
法
左
溌
勢
力
を
加
え
て
全
図
労

七
三



商
野
岩
三
郎
懸
法
溜
案
の
社
会
述
助
史
的
背
離

上
型
←
－
 

腿
大
衆
党
と
な
る
。
こ
－
．
」
ま
で
は
商
野
の
川
待
通
り
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
労
働
戦
線
に
お
け
る
大
右
翼
結
成
の
第
一
歩
と

し
て
の
日
本
労
働
倶
楽
部
の
発
足
が
成
功
し
、
や
が
て
全
国
労
農
大
衆
党
は
社
会
民
衆
党
と
合
同
し
、
政
治
戦
線
に
お
け
る
大
右
翼
結
成

と
し
て
の
社
会
大
衆
党
の
結
党
（
一
九
三
二
年
七
月
）
を
見
る
に
至
る
。

満
野
は
、
大
右
翼
結
成
の
肋
さ
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
三
○
年
、
山
名
捻
仙
は
日
本
労
出
光
系

分
子
と
社
会
民
衆
党
と
の
合
同
を
鞭
し
、
こ
れ
に
両
岬
の
川
脇
を
勧
め
て
い
る
が
、
刑
野
は
山
名
の
榊
恕
に
反
対
を
唱
え
、
出
馬
を
矩

〈
肥
）

否
し
て
い
る
。

ま
た
、
可

，
と
０
と
４
℃
し
Ｌ
、
上

ま
た
、
一
九
三
五
年
、
商
野
は
、
中
間
派
の
全
国
労
働
組
合
同
盟
と
右
派
の
日
本
労
働
総
同
盟
と
の
合
流
に
、
安
部
磯
雌
や
鈴
木
文
淌

と
と
も
に
、
大
き
な
役
判
を
果
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
洲
野
の
助
き
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
全
総
の
雄
婆
役
」
の
動
き
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
商
卿
は
、
全
日
木
労
伽
総
同
捌
の
結
成
に
、
労
肋
戦
線
に
お
け
為
大
右
狐
結
成
の
完
成
を
月
折
し
て
取
り
純
ん
で
い
た

の
で
は
な
か
っ
た
。
間
野
は
、
全
日
本
労
働
総
同
盟
の
結
成
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
西
尾
末
広
、
鈴
木
悦
次
郎
の
二
名
に
対
し
、

●
●
０
０
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
０
●
●
●
●
●
 

（
旧
）
．

「
無
産
党
と
の
連
絡
を
取
り
、
伽
（
産
迦
動
統
一
の
践
迩
を
促
が
す
に
利
川
す
る
の
要
」
を
説
い
て
い
る
。

一
九
三
五
年
の
時
点
で
、
「
無
産
党
と
の
辿
絡
」
を
と
り
、
「
無
雌
述
勅
統
一
」
を
す
す
め
る
と
い
う
方
向
は
、
単
に
社
会
大
衆
党
と
の

巡
盤
を
よ
り
緊
密
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
日
木
無
産
党
（
委
貝
災
、
加
藤
肋
十
・
諜
紀
長
、
鈴
木
茂
三
郎
）
の
方
向
に
む
か
っ

て
胎
動
を
つ
づ
け
て
い
た
合
法
左
灘
の
グ
ル
ー
プ
と
、
社
会
大
衆
党
と
の
統
一
を
促
進
す
る
こ
と
を
も
意
味
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
●
●
●
 

実
質
的
に
は
反
フ
ァ
ッ
シ
ョ
戦
線
の
結
成
を
目
指
す
煎
芽
的
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

人
民
戦
線
鞭
件
が
発
生
し
た
の
は
、
一
九
三
七
年
か
ら
一
九
一
一
一
八
年
に
か
け
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
商
野
の
労
働
巡
釛
へ
の

秋
極
的
な
、
直
接
的
な
介
入
は
止
ん
だ
。
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商
野
の
懸
法
私
案
の
特
徴
点
は
、
天
晶
制
の
完
全
廃
止
の
要
求
と
と
も
に
、
大
統
領
制
を
主
狼
し
た
点
に
あ
る
。
倒
山
民
権
述
釛
以
来
、
大
川
木

０
●
０
０
０
 

桁
図
窓
法
批
判
の
有
力
要
因
と
な
っ
て
い
た
議
院
内
閣
制
志
向
か
ら
か
け
離
れ
て
、
一
脚
野
が
大
統
領
制
遊
志
向
し
た
背
號
に
は
、
戦
時
下
に
お
け

る
こ
の
ド
イ
ツ
的
な
る
も
の
へ
の
「
よ
ろ
め
き
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
野
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
（
節
四
節
注

②
）
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
手
本
の
一
つ
と
し
て
彼
の
憲
法
斌
案
を
起
草
し
て
い
る
。
フ
ー
．
コ
ー
・
プ
ロ
ィ
ス
起
草
に
な
る
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
内

容
に
、
Ｍ
・
ヴ
ヱ
ー
パ
ー
の
影
響
が
澱
大
で
あ
っ
た
こ
と
、
と
く
に
そ
の
大
統
領
制
の
規
定
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
導
者
民
主
主
義
論
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
ナ
チ
ズ
ム
の
制
靴
に
対
す
る
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
政
治
責
任
が
辿
究
さ
れ
て
い
る
剛
題
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
（
た

と
え
ば
尹
「
・
旨
・
日
日
晩
８
．
ン
［
関
尋
：
関
口
且
臼
の
ロ
２
【
円
］
〕
ｃ
で
・
一
国
〆
」
切
ｇ
１
」
①
ｇ
》
こ
い
し
・
の
岐
終
素
、
ま
た
は
勺
・
旨
ご
§
菖
関

ョ
８
，
『
伊
且
○
、
日
層
〕
句
・
颪
８
＄
い
い
’
五
十
瓜
聡
作
・
鈴
木
寛
狐
「
一
、
ツ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
摘
社
会
学
』
一
九
六
六
年
、
の
節
五
厳

右
伺
、
一
九
三
○
年
五
月
二
五
Ｒ
ｕ

右
同
、
一
九
三
○
年
四
月
一
九
Ⅱ
。

右
伺
、
一
九
三
五
年
六
月
六
Ⅱ
。

商
野
の
懸
法
私
案
の
特
徴
点
は
、
一

満
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
述
助
史
的
背
最

七
六

『
労
農
新
朋
』
一
九
二
九
年
二
月
二
○
日
付
号
外
、
参
照
。

”
高
野
日
記
”
一
九
二
八
年
二
月
一
八
日
。

日
本
労
農
党
か
ら
日
本
大
衆
党
に
か
け
て
の
麻
生
久
の
「
と
か
く
の
噂
を
呼
ぶ
行
動
」
に
つ
い
て
は
、
噸
島
宏
”
社
会
民
主
主
瀧
と
正
部
・
フ
ァ

ッ
シ
ズ
ム
“
（
『
社
会
労
働
研
究
』
節
一
七
号
、
の
ち
に
『
現
代
政
淌
と
大
衆
通
勤
』
一
九
六
六
年
、
に
所
収
）
を
参
照
。

“
満
野
川
紀
“
一
九
二
八
年
二
月
一
八
Ⅱ
。

，
商
野
川
紀
“
一
九
三
○
年
一
月
一
九
Ⅲ
お
よ
び
同
年
三
川
一
○
川
付
を
参
照
。

イ
ン
テ
リ
ゲ
ソ
ッ
ィ
ァ
の
労
肋
迦
肋
と
の
絲
び
付
き
の
一
形
式
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
勧
巡
釛
史
に
お
い
て
も
「
知
識
階
級
は
大
体
に
お
い
て

肌
肌
的
（
且
１
ｍ
（
》
勘
）
役
捌
を
減
じ
て
来
た
」
倣
向
が
認
め
ら
北
乃
耶
災
は
肌
味
深
い
。
（
木
村
仙
康
『
英
国
労
励
党
』
一
九
Ⅲ
九
年
、
一
一
ニ
ペ
ー

ジ
‐ 

”
高
野
日
記
”
一
九
三
○
年
三
月
一
八
日
。

仙
伺
、
一
九
三
○
年
五
月
二
五
日
お
よ
び
同
年
六
月
二
日
付
を
参
照
。
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四
、
戦
後
民
主
主
義
の
開
花
期
に
お
け
る
高
野

（
１
）
 

大
内
兵
衛
氏
に
よ
れ
ば
、
一
向
脚
は
、
オ
ー
ル
ド
・
リ
ペ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
の
オ
ー
ル
ド
・
リ
ペ
ラ
リ
ス
ト
が
、
「
満
州
那
変
」
以
除
の
箙
部
の
跳
梁
の
時
代
を
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
迎
え
て
い
た
か
は
光

分
に
樅
察
で
き
る
。
「
顛
閥
の
敗
厄
」
の
時
代
と
な
り
「
わ
れ
わ
れ
の
手
も
足
も
、
口
も
躯
も
一
切
郷
り
上
げ
ら
れ
る
に
至
れ
る
時
勢
の

批
移
」
に
対
し
て
二
尚
野
は
、
「
閥
た
た
る
不
満
不
快
の
念
」
を
抱
い
た
の
で
あ
っ
た
。
高
野
は
、
そ
の
心
怖
を
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て

い
る
。
「
た
だ
近
年
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
勃
興
、
左
翼
述
動
の
旺
嘘
に
よ
っ
て
、
雌
か
に
慰
め
ら
る
る
と
こ
ろ
あ
り
し
も
、
こ
れ
も
ま
た
い

く
ば
く
も
な
く
弾
圧
せ
ら
れ
て
ほ
と
ん
ど
形
を
蔵
め
た
る
が
た
め
、
秤
び
悶
々
の
精
を
新
た
に
し
、
わ
が
国
に
は
と
う
て
い
自
主
圓
山
の

（
２
）
 

凧
は
孤
上
を
皿
過
し
、
剛
氏
は
未
来
永
劫
奴
隷
的
境
遇
に
岬
吟
す
る
の
止
む
な
き
か
を
遭
わ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
」

し
た
が
っ
て
、
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
は
、
オ
ー
ル
ド
・
リ
ペ
ラ
リ
ス
ト
商
野
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
解
放
の
日
で
あ
っ
た
。
「
今
や

時
仙
は
急
転
し
、
旧
時
代
は
忽
然
と
し
て
淵
失
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
新
時
代
は
わ
が
全
土
を
腋
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

（
３
）
 

満
足
何
者
か
こ
れ
に
し
か
ん
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

こ
こ
か
ら
、
高
野
の
、
憲
法
研
究
会
へ
の
参
加
、
”
改
正
憲
法
私
案
要
綱
”
の
発
表
（
一
九
四
五
年
一
二
月
）
が
直
接
的
に
導
き
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
野
の
憲
法
私
案
の
内
容
が
、
一
つ
に
は
、
オ
ー
ル
ド
・
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
解
放
感
か
ら
す
る
新

丁
）

時
代
へ
の
叫
び
と
し
て
の
性
絡
を
柵
び
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
オ
ー
ル
ド
，
リ
ペ
ラ
リ
ス
ト
商
野
が
、
戦
坐
川
の
労
仙
巡
動

布
野
器
三
郎
恋
法
溜
案
の
社
会
述
肋
史
的
批
肥

七
七

な
ど
を
参
照
）
。
商
野
の
悲
法
私
案
に
は
、
向
山
氏
椛
巡
肋
の
残
映
的
要
素
を
含
む
川
本
の
近
代
史
・
現
代
史
に
糯
論
し
た
妥
索
と
、
ド
イ
ツ
岬
な

る
も
の
へ
の
渇
望
の
要
素
と
が
入
り
汎
っ
て
お
り
、
側
題
が
あ
為
と
す
れ
ば
後
者
の
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



１
１
１
１
 高
野
君
三
郎
懲
法
私
案
の
社
会
巡
釛
史
的
背
景

七
八

に
占
め
て
き
た
顧
問
的
地
位
を
考
え
て
み
る
と
、
高
野
私
案
の
発
表
が
同
時
に
、
、
次
の
よ
う
な
叫
び
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ

と
も
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
尚
野
私
案
は
、
大
日
木
帝
国
窓
法
の
枠
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
て
き
た
日
本
の
社
会
運
動
・
労
働
運

勅
の
半
世
紀
の
歩
み
が
、
今
、
そ
の
枠
が
取
り
去
ら
れ
た
時
、
当
然
の
声
と
し
て
挙
げ
た
一
つ
の
叫
び
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
５
）
 

那
突
、
商
野
は
、
共
和
剛
遜
法
私
案
の
発
表
に
つ
づ
い
て
、
ウ
ェ
ヅ
プ
夫
妻
の
「
火
災
社
会
主
義
国
の
柵
成
』
に
な
ら
い
、
恋
法
私
案

で
明
ら
か
に
し
た
日
水
川
氏
の
生
活
の
「
大
木
・
支
紘
」
に
、
さ
ら
に
川
確
な
る
「
肉
付
け
」
を
な
す
榊
恕
が
あ
っ
た
こ
と
を
川
ら
か
に

し
て
鹿
．
そ
れ
が
、
単
な
る
オ
ー
ル
ド
・
リ
ペ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
発
想
を
超
え
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
光
分
に
子

で
）

し
て
い
る
。

（
７
）
 

想
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
伺
馴
で
耐
、
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
八
二
五
」
の
変
革
の
「
下
か
ら
の
革
命
」
的
性
桁
は
安
易
に
否
定
し
去

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
一
九
四
五
年
八
Ⅲ
一
五
Ⅱ
の
ポ
ツ
ダ
ム
堂
一
一
一
脚
受
柵
発
表
か
ら
、
一
九
四
六
年
一
一
月
一
一
一
日
の
日
木
圃
恋
法

発
布
に
至
る
過
程
は
、
残
存
せ
る
旧
反
動
勢
力
と
川
内
民
主
勢
力
と
の
熾
烈
な
側
争
の
時
川
で
あ
っ
た
。
惣
法
問
題
に
限
っ
て
み
て
も
、

大
日
本
帝
国
憲
法
の
部
分
的
修
正
で
事
態
を
収
姶
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
動
き
と
、
川
氏
の
主
体
的
参
加
に
よ
紛
新
懸
法
制
定
を
要
求
す

る
動
き
と
が
激
し
く
対
立
し
て
い
る
。
商
野
の
憲
法
私
案
は
、
こ
の
時
期
の
、
国
民
の
手
に
よ
る
自
主
的
憲
法
制
定
の
動
き
の
代
表
的
な

商
獅
の
懸
法
川
越
に
側
す
る
蒲
釛
は
、
悲
法
研
究
会
と
、
誕
生
洲
も
な
い
日
本
社
会
党
を
舞
台
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
鈴
木
安
蔵
、
森

戸
辰
男
、
馬
場
恒
苔
等
に
よ
る
懸
法
研
究
会
の
肋
き
ば
、
政
府
の
懸
法
調
悲
会
が
取
り
上
げ
た
氏
Ⅲ
憲
法
私
案
作
成
の
動
き
の
唯
一
の
例

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
懸
法
研
究
棗
が
日
本
国
悲
法
蔓
の
作
成
に
無
規
で
惑
い
篝
を
与
え
て
い
た
点
が
硴
認
さ
れ
て
鹿
・
た

（
９
）
 

だ
し
、
土
粋
法
研
究
会
で
作
成
さ
れ
た
案
は
、
天
皇
制
を
「
象
徴
化
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
間
野
の
憲
法
椛
想
と
合
致
し
な
い
も
の

一
例
で
あ
っ
た
。

‐
‐
‐
１
．
‐
ｊ
‐
‐
‐
１
－
１
－
１
１
‐
’
‐
１
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（
肥
）

鹸
化
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
が
希
ま
し
い
。
」

両
好
は
、
一
九
四
六
年
一
月
二
五
日
の
野
坂
参
三
帰
国
歓
迎
会
の
席
上
、
鈴
木
宏
蔵
と
と
も
に
、
「
民
主
主
義
的
懸
法
制
定
会
議
」
の

側
催
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
の
会
縦
は
、
「
人
氏
が
自
主
的
に
招
集
す
る
と
い
ふ
建
前
」
に
よ
り
、
「
社
会
党
、
共
産
党
、
農
民
組
織
、
労
働

（
ｕ
）
 

訓
令
、
文
化
団
体
、
一
一
一
ｍ
論
機
関
等
、
人
氏
の
組
織
の
代
表
者
が
染
ま
る
べ
き
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
会
議
に
つ
い
て
、

当
時
『
民
報
』
紙
論
説
委
員
で
あ
っ
た
松
木
重
沿
は
次
の
よ
う
な
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。
「
会
議
は
右
の
よ
う
な
政
府
案
を
排
撃
す
る
と

い
ふ
や
う
な
妓
小
限
度
の
共
同
戦
線
に
つ
い
て
は
勿
論
一
致
す
る
で
あ
ら
う
が
、
希
ふ
ら
く
は
こ
の
会
議
に
よ
っ
て
、
民
主
戦
線
全
般
の

支
持
を
受
け
る
如
き
新
懸
法
草
案
を
得
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
共
同
草
案
を
作
成
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
更
に
民
主
戦
線
の
拡
大

意
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
。し
か
し
、
両
畔
は
、
懸
法
研
究
会
の
同
人
や
社
会
党
の
遜
法
問
題
へ
の
取
り
組
み
か
ら
離
脱
し
孤
立
す
る
方
法
を
と
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
こ
の
時
期
の
窓
法
問
趣
へ
の
取
り
組
み
が
、
な
に
よ
り
も
下
か
ら
の
民
主
主
義
述
動
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
当

然
、
当
時
さ
か
ん
に
叫
ば
れ
て
い
た
民
主
主
義
の
た
め
の
統
一
戦
線
の
動
き
の
一
端
を
な
す
も
の
と
な
り
、
岡
野
が
そ
の
こ
と
を
充
分
に

で
あ
っ
た
。

日
本
社
会
党
の
慾
法
問
趣
へ
の
取
り
組
み
は
、
他
の
政
党
や
民
間
の
有
志
の
動
き
と
比
較
し
て
立
ち
巡
れ
の
感
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、

同
党
中
央
執
行
委
員
会
が
懲
法
問
題
を
木
烙
的
に
審
議
し
た
の
は
一
九
四
六
年
一
月
一
六
日
で
あ
っ
た
。
‐
叩
央
執
行
委
員
会
内
部
に
は
、

少
数
な
が
ら
「
天
皇
制
廃
止
、
共
和
制
樹
立
」
の
主
張
も
あ
っ
た
が
、
片
山
哲
、
原
彪
な
ど
の
意
見
に
よ
り
、
結
論
と
し
て
は
、
「
国
民

（
、
）

栄
誉
の
象
徴
た
る
天
皇
大
権
」
の
存
在
を
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
吉
Ｍ
野
の
懸
法
構
想
と
合
致
し
な
い
も
の
で
あ
っ

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
迷
動
史
的
背
景

七
九



こ
の
下
か
ら
の
憲
法
制
定
の
動
き
に
対
し
て
は
、
戒
ち
に
上
か
ら
の
反
動
が
開
始
さ
れ
た
。
一
九
四
六
年
二
月
一
四
日
に
態
法
研
究
会

の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
た
時
、
す
で
に
連
合
国
占
領
軍
総
司
令
部
は
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
」
を
日
本
政
府
に
交
付
し
て
い

た
。
そ
れ
は
一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
恋
法
制
定
金
国
民
会
議
」
準
倫
会
の
附
雌
は
一
九
四
六
年
の
三
月
Ⅲ
句
が

予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
政
府
が
「
恋
法
改
正
草
案
要
綱
」
を
勅
語
と
と
も
に
発
表
し
、
同
時
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
に
よ
る
政
府
の
「
要

綱
」
支
持
の
声
明
が
な
さ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
三
月
六
日
で
あ
っ
た
。

一
九
四
六
年
二
月
一
三
日
の
い
わ
ゆ
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
」
の
日
本
政
府
へ
の
交
付
は
、
一
九
四
六
年
二
月
二
六
日
に
予
雄
さ
れ

（
Ⅱ
）
 

て
い
た
極
東
委
員
会
の
鋪
一
回
会
合
に
対
し
て
「
先
手
」
を
と
る
た
め
の
処
置
で
は
な
か
っ
た
か
と
拙
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

と
同
時
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
以
上
の
経
過
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
高
野
な
り
憲
法
研
究
会
な
り
に
代
表
さ
れ
る
国
民
の
主
体
的
参
加

に
よ
る
懸
法
制
定
の
動
き
が
嘘
り
上
が
っ
た
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
、
従
来
の
政
府
案
よ
り
は
は
る
か
に
氏
Ⅲ
懸
法
私
案
の
民
主
主
義
的
要

求
を
取
り
入
れ
た
形
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
」
が
、
今
日
的
表
現
を
使
え
ば
「
政
錐
の
先
取
り
」
と
し
て
、
日
本
政
府
に
交
付
さ
れ
て

商
野
岩
三
郎
悲
法
私
案
の
社
会
迩
吻
史
的
背
景

八
○

「
民
主
主
義
的
憲
法
制
定
会
縦
」
州
催
の
提
唱
は
、
一
九
四
六
年
二
月
に
入
る
と
、
懲
法
研
究
会
の
名
に
よ
る
「
懸
法
制
定
全
国
民
雄

傭
会
議
」
開
催
の
提
唱
へ
と
発
展
し
、
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
幣
原
内
閣
の
閣
議
で
、
「
松
木
私
案
、
甲
案
、
乙
案
」
が
説
明
さ
れ
た
の

は
一
九
四
六
年
一
月
三
○
脚
で
あ
り
、
懸
法
研
究
会
が
、
政
府
案
は
「
郡
備
方
法
、
内
容
に
お
い
て
魁
だ
し
く
非
民
主
主
義
的
で
あ
り
囚

民
生
満
の
解
放
向
上
に
大
な
る
障
害
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
断
じ
、
懸
法
は
「
国
民
自
身
の
手
に
よ
っ
て
研
究
糯
議
決
定
す
べ
き
」
で

あ
る
と
、
「
憲
法
制
定
全
国
民
会
議
」
開
催
の
た
め
の
準
備
会
結
成
を
、
各
政
党
・
各
団
体
に
広
汎
に
呼
び
か
け
た
の
は
、
一
九
四
六
年

い
る
と
い
う
事
精
で
あ
る
。

（
肥
）

二
ｍ
〃
一
四
日
で
あ
っ
た
。
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－ ま
た
、
戦
後
の
新
代
識
士
に
よ
る
第
一
回
の
国
会
が
開
会
さ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
六
月
二
○
日
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
節
九
○
国
会
開

会
に
あ
た
っ
て
、
終
戦
の
肛
後
か
ら
「
民
主
主
義
顛
命
の
推
進
」
を
主
眼
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
た
『
氏
細
』
紙
の
「
主
張
」
棚
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
来
る
べ
き
臨
時
議
会
の
仕
那
は
何
よ
り
も
ま
づ
渉
法
改
正
手
続
を
改
正
す
る
こ
と
に
あ
る
。
…
…
改
正
手
続

き
は
如
何
に
改
正
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題
に
な
る
が
、
議
会
が
新
懸
法
起
草
委
員
会
を
任
命
し
、
そ
の
半
ば
を
各
党
よ
り
選
ば
れ
た
議
員

よ
り
、
他
の
一
半
を
氏
側
の
進
歩
的
な
布
識
絲
験
者
よ
り
選
び
、
そ
の
委
員
会
は
広
く
輿
論
の
声
に
附
い
て
草
案
を
委
員
会
案
と
し
て
決

（
脳
）

定
、
こ
れ
を
機
会
に
附
縦
す
る
と
い
う
こ
と
に
す
為
の
が
、
蛾
も
民
主
的
で
あ
る
と
凪
は
れ
る
。
」

終
戦
後
の
激
釛
期
に
、
国
民
大
衆
は
、
「
懸
法
よ
り
メ
シ
だ
」
と
い
う
ス
Ｗ
１
ガ
ン
に
そ
の
切
災
な
要
求
を
雄
約
さ
せ
て
い
た
と
よ
く

い
わ
れ
る
。
だ
が
、
は
た
し
て
耐
耶
に
そ
う
い
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
こ
の
「
憲
法
よ
り
メ
シ
だ
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、

一
九
四
六
年
五
月
の
「
食
枇
メ
ー
デ
ー
」
や
「
米
よ
こ
せ
デ
モ
」
の
一
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
珈
災
と
と
も
に
、
そ
れ
が
共
産
党
諜

記
長
徳
川
球
一
の
脚
会
発
一
一
一
面
に
あ
っ
た
珈
災
を
錐
に
し
て
今
川
し
ば
し
ば
側
迦
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
徳
川
は
、
一
九

四
六
年
六
月
二
四
日
の
衆
識
院
本
会
縦
の
席
上
で
、
「
我
々
〈
憲
法
ヨ
リ
モ
食
柵
ヲ
、
処
〃
我
〃
党
ノ
〃
ス
陣
１
ガ
ン
”
デ
ァ
ル
、
又
労

高
野
岩
三
郎
懸
法
私
案
の
社
会
述
劫
史
的
背
景

八
一

だ
が
、
下
か
ら
の
民
主
的
遜
法
制
定
の
動
き
は
、
政
府
の
「
恋
法
改
正
鞄
案
要
綱
」
の
発
表
や
、
「
勅
語
」
や
》
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の

「
支
持
声
明
」
な
ど
で
押
し
と
ど
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
後
第
一
回
の
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
一
九
四
六
年
四
月
一
○

日
で
あ
る
が
、
そ
の
三
日
前
の
一
九
四
六
年
四
月
七
日
、
日
比
谷
公
刷
で
は
五
万
人
の
組
織
労
勧
者
・
一
般
市
民
を
結
集
し
た
氏
主
人
氏

聯
盟
主
仙
の
囮
氏
大
会
が
附
か
れ
て
い
る
。
こ
の
大
会
は
、
「
幣
原
反
動
内
閣
の
即
時
退
陣
」
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
会
の
中

心
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
は
、
「
妓
低
生
祇
を
配
給
で
確
保
せ
よ
！
」
と
共
に
「
民
主
的
懸
法
は
人
氏
の
手
で
！
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の

（
応
）

で
あ
っ
た
。



」

満
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
迩
肋
史
的
背
鍛

八
二

（
Ⅳ
）
 

勧
者
、
農
民
、
一
般
人
氏
藷
君
ノ
川
ビ
デ
ア
ル
ノ
デ
ァ
ル
」
と
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
徳
田
の
発
一
一
一
一
口
は
、
次
の
よ
う
な
当
時
の
懸
法

問
題
へ
の
取
り
組
み
の
巾
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
第
九
○
図
会
が
招
染
さ
れ
る
直
前
、
一
九
四
六
年
五
月
六
日
、
共
産
党
は
社
会
党
と
政
紫
協
定
会
議
を
開
い
て
い
る
が
、

そ
の
席
上
、
共
産
党
は
、
「
懸
法
辮
議
は
成
る
べ
く
延
期
す
べ
し
」
と
要
求
し
、
社
会
党
は
一
・
」
の
要
求
の
「
秤
検
討
」
を
約
し
て
い
る
の
で

（
肥
）

あ
る
。
民
主
勢
力
に
と
っ
て
、
節
九
○
図
会
に
お
け
る
憲
法
問
題
は
、
窪
｛
ず
懸
法
改
正
手
続
き
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

政
府
案
の
一
方
的
稀
議
は
極
力
押
し
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
図
を
秘
め
て
徳
田
発
言
は
な
さ
れ
て
い
る
の

て
検
討
を
加
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
は
、
共
和
国
榊
想
で
あ
り
、
と
く
に
天
皇
制
の
完
全
廃
止
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
さ
ら
に
発
表
の
時

期
が
も
っ
と
も
早
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
ま
こ
と
に
独
特
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
高
野
の
懸
法
私
案
の
発
表
は
、
戦
後
の

事
実
、
一
九
四
六
年
六
月
二
五
日
に
は
、
共
産
党
志
賀
義
雄
代
議
士
が
「
瀞
厳
延
期
」
の
動
議
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
否
決
さ
れ

る
と
、
共
産
党
は
、
逐
条
的
な
政
府
案
批
判
に
入
り
、
決
し
て
懸
法
論
議
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
逐
条
的
な
政
府
案
批
判
を

行
な
っ
た
の
は
野
坂
参
三
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
展
開
の
挫
鑑
と
な
る
共
産
党
の
「
憲
法
委
員
会
」
に
は
徳
田
が
参
加
し
、
共
雌
党
繼
法

（
⑭
）
 

一
早
案
の
作
成
や
逐
条
批
判
の
方
法
の
討
議
に
加
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

野
坂
の
逐
条
批
判
の
内
容
は
、
懲
法
前
文
に
お
け
る
「
人
氏
主
椛
」
規
定
の
日
本
文
と
英
文
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
問
題
、
あ
る
い
は
慾

法
改
正
手
続
き
の
問
題
な
ど
、
単
に
共
産
党
内
部
の
発
想
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
民
主
主
瀧
陣
営
内
部
に
お
け
る
問
腿
意
識
を

代
弁
す
る
形
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
間
の
燕
怖
に
つ
い
て
は
日
本
共
雌
党
の
懸
法
草
案
作
成
経
過
の
川
越
点
と
し
て
橘
を
改
め

（
鋤
）

で
あ
っ
た
。



●
●
●
●
Ｃ
Ｄ
●
●
●
●
◆
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

民
主
主
義
革
命
期
に
お
け
る
民
主
主
義
の
た
め
の
統
一
戦
線
確
立
の
動
き
か
ら
隔
絶
し
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
一
環

と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
け
つ
つ
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
民
主
主
義
勢
力
全
般
の
動
き
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
高
野
も
ま
た
、
成
立
し
た
新
憲
法
に
対
し
て
は
、
不
満
を
残
し
な

が
ら
●
も
そ
の
獄
極
而
を
評
価
す
る
と
い
う
肯
定
的
態
度
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

⑪
大
内
兵
衛
『
商
い
山
』
一
九
六
一
一
一
年
、
圖
頭
の
一
章
を
参
照
。

②
商
野
”
囚
わ
れ
た
為
民
衆
”
（
前
掲
『
か
つ
ば
の
庇
』
四
五
ペ
ー
ジ
。
）

7）（６） (H）（３） ５ 

も
っ
と
も
、
大
内
兵
衛
氏
が
商
野
を
オ
ー
ル
ド
・
リ
ペ
ラ
リ
ス
ト
と
称
す
為
珊
谷
、
単
な
為
り
．
ヘ
ラ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
「
徹
底
的
な
社
会
主
雄
宥

で
あ
っ
た
」
ま
た
は
「
プ
ロ
レ
玄
リ
ァ
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
」
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
ゐ
。
し
た
が
っ
て
、
大
内
氏
も
、
お
そ
ら
く
は
、
商
野
の
共

●
□
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

和
国
憲
法
思
想
に
、
な
に
よ
り
も
、
労
働
運
動
と
の
密
請
の
姿
勢
と
い
う
背
骨
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
ろ
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
前

掲
尋
向
い
山
』
一
八
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
・
）

ウ
エ
ッ
プ
夫
斐
の
《
《
し
○
・
口
⑭
［
】
日
毎
ｏ
ｐ
ｍ
Ｃ
Ｈ
岳
Ｃ
ｍ
ｏ
ｏ
討
一
】
の
【
ｏ
Ｃ
Ｂ
Ｂ
ｏ
弓
８
－
（
一
］
Ｃ
烏
９
８
庁
陣
】
凰
口
弓
（
巳
ｇ
）
は
、
は
じ
め
、
丸
岡
砿
尭
訳
で

大
脈
社
会
Ⅲ
題
川
究
所
か
ら
一
九
二
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
肺
俊
、
川
村
術
改
訳
で
、
や
は
り
大
原
社
会
川
越
研
究
所
か
ら
一
九
四
八

年
に
刊
行
さ
れ
て
い
為
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
研
究
所
名
の
序
文
が
付
さ
れ
て
い
為
。
「
わ
が
国
に
於
て
も
敗
戦
の
結
采
と
し
て
今
や
米
側
布

●
０
０
●
●
●
●
 

の
社
会
改
革
が
行
は
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
為
行
き
方
を
と
る
｝
』
せ
よ
、
徐
左
に
然
し
確
実
に
進
ま
う
と
す
る
英
国
流
の
改
並
案

●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

を
詳
述
し
た
本
書
の
．
ｍ
に
は
啓
発
的
な
多
く
の
も
の
が
凡
出
さ
れ
ぁ
で
あ
ら
う
。
」

高
野
”
囚
わ
れ
た
る
民
衆
“
（
前
掲
『
か
つ
ば
の
庇
』
五
八
ペ
ー
ジ
。
）

法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
商
野
私
案
の
草
柵
に
よ
れ
ば
、
私
案
は
”
ｎ
本
共
和
国
恋
法
私
案
要
綱
“
と
さ
れ
、
「
ソ
連

邦
懲
法
」
や
「
ワ
イ
マ
ー
ル
悲
法
」
を
参
照
し
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ゑ
高
野
の
懸
法
思
想
は
、
社
会
主
瀧
へ
の
志
向
を
保
ち
つ
つ
、
民
主

主
錠
を
そ
の
極
限
ま
で
追
究
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

商
野
岩
三
郎
懸
法
私
案
の
社
会
述
動
史
的
背
磯

八
三

商
野

右
伺
。
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高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
述
動
史
的
背
景

八
四

懸
法
調
盗
会
珈
務
局
『
懸
法
制
定
の
紙
過
に
関
す
為
小
委
員
会
級
告
諜
』
一
九
六
一
年
、
三
○
八
ペ
ー
ジ
。
懸
法
研
究
会
の
発
生
経
過
に
つ
い
て

は
、
森
戸
辰
男
談
（
憲
法
調
査
会
『
第
十
回
総
会
議
事
録
』
一
九
五
八
年
）
、
鈴
木
安
蔵
談
（
憲
法
調
査
会
「
憲
法
制
定
の
経
過
に
関
す
る
小
委
員

会
鋪
二
十
一
回
議
事
録
』
一
九
五
九
年
）
を
参
照
。

懸
法
研
究
会
の
天
皇
象
徴
化
案
は
、
杉
森
拳
次
郎
と
塞
伏
商
信
が
考
え
出
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
為
（
満
洲
辰
雄
談
、
住
木
利
男
『
占
領
秘
録
』
一

九
六
五
年
、
八
七
ペ
ー
ジ
）
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
同
じ
憲
法
研
究
会
の
一
メ
ン
バ
ー
か
ら
控
え
目
な
反
駁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
一
九
四
五

年
九
月
末
か
ら
一
○
月
頃
に
か
け
て
作
成
さ
れ
て
い
た
慾
法
改
正
に
側
す
る
鈴
木
宏
蔵
私
案
が
天
晶
象
徴
化
案
の
噛
矢
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う

（
前
掲
、
鈴
木
談
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
、
鈴
木
談
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
お
よ
う
に
、
す
で
に
一
九
仙
紀
後
半
に
、
パ
ジ
画
ツ
ト
が
イ
ギ
リ
ス

の
国
王
を
「
統
合
の
可
視
的
象
徴
」
（
い
ぐ
】
い
】
ワ
】
の
⑭
磑
日
ワ
○
一
・
（
§
］
ｑ
）
と
し
て
把
握
し
て
い
る
例
が
あ
る
（
ヨ
，
閂
ぱ
い
代
ぼ
・
【
〉
ｎ
口
、
一
一
⑭
ｐ
Ｃ
ｏ
ｐ
‐

の
日
圓
・
Ｐ
岡
・
貝
目
回
口
ｄ
・
〉
□
・
巴
・
）
。
さ
ら
に
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
も
と
は
い
え
、
一
九
三
一
年
の
ウ
エ
ス
ト
ミ
ソ
ス
タ
ー
条
例
の
前
文
に
も
．

「
国
王
は
、
英
巡
邦
臓
領
の
圃
川
な
巡
合
の
象
徴
（
Ｂ
・
呂
日
ｇ
］
。
［
岳
ｃ
洋
８
回
研
。
。
】
島
・
ロ
）
で
あ
る
」
と
の
規
定
が
な
さ
れ
て
い
ゐ
（
中
村

櫛
『
川
本
倒
懸
法
の
柵
過
』
一
九
五
六
年
、
一
四
一
ペ
ー
ジ
。
回
弓
丙
ｃ
ｇ
Ｈ
蕨
》
の
日
日
［
８
巳
鼠
□
・
崖
・
）
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
簸

に
大
き
な
影
轍
を
与
え
た
ペ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
日
本
的
カ
ル
チ
ュ
ァ
の
型
の
分
析
の
巾
で
は
、
Ⅱ
木
の
天
皇
は
「
Ⅲ
木
国
民
の
統
合
の
堆
耐
の
象
徴
」

（
切
匡
ロ
忌
日
の
望
ョ
ｇ
一
・
二
§
鯉
。
Ｂ
の
巨
巳
ｑ
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
（
”
・
国
の
口
§
ｏ
汁
）
日
毎
の
ｇ
ｑ
協
口
行
ゴ
の
日
Ｐ
日
目
。
吾
Ｃ
の
言
・
且

巳
急
．
ご
・
の
脇
・
）
。
要
す
る
に
、
「
象
徴
」
規
定
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
論
議
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
川
題
な
の
は
、
懸
法

●
●
 

研
究
会
の
メ
ソ
．
ハ
ー
た
ち
が
、
日
本
の
民
主
主
瀧
を
下
か
ら
推
進
す
る
意
図
で
あ
り
な
が
ら
、
「
天
皇
象
徴
化
」
な
ど
と
な
ぜ
か
憲
法
改
正
の
枠
に

と
ど
ま
お
発
想
か
ら
ぬ
け
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
鈴
木
宏
蔵
『
民
主
懸
法
の
術
想
』
一
九
四
六
年
、
所
収
の
一
巡
の
論

文
を
参
照
）
、
森
戸
辰
男
が
鈴
木
安
滅
に
い
み
じ
く
も
語
っ
た
よ
う
に
、
。
稀
老
人
の
高
野
先
生
が
一
薪
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
た
」
（
前
禍
、
鈴
木

談
）
事
実
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
憲
法
研
究
会
同
人
の
中
で
、
戦
前
の
労
勧
運
動
と
の
関
連
は
、
高

野
が
も
っ
と
も
長
く
、
も
っ
と
も
栴
接
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
民
澱
』
第
七
三
号
、
一
九
四
六
年
二
月
一
六
日
。

『
民
縦
』
箙
五
八
号
、
一
九
四
六
年
一
月
三
一
日
。

Ⅱ
１
１
口
Ｉ
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五
、
結
び

高
野
岩
三
郎
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
体
質
を
、
あ
え
て
規
定
す
る
と
な
れ
ば
、
熟
さ
な
い
表
現
で
あ
る
が
、
「
社
会
民
主
主
義
的
自
由
主

義
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
に
お
い
て
は
、
高
野
と
労
働
運
動
と
の
関
係
に
焦
点
を
据
え
て
、
彼
の
「
共
和

●
●
●
●
 

国
憲
法
私
案
」
の
社
会
運
動
史
的
背
景
を
と
く
に
強
調
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
し
か
し
、
一
同
野
は
、
本
来
は
、
「
自
由
主
義
的
社
会
民
主

主
義
者
」
な
の
で
は
な
く
、
「
社
会
民
主
主
義
的
自
由
主
義
者
‐
｜
な
の
で
あ
る
。

「
明
治
・
大
正
・
昭
和
」
の
三
代
に
わ
た
る
高
野
の
精
神
史
を
全
体
的
に
把
握
す
る
と
な
る
と
、
《
尚
野
が
自
由
民
権
運
動
の
洗
礼
を
受

け
て
い
た
こ
と
を
告
白
し
、
明
治
初
年
の
空
気
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
事
実
が
、
異
様
な
重
味
を
も
っ
て
感
じ

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
時
点
で
の
高
野
の
経
験
が
原
体
験
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
第
一
次
大
戦
後
の
労
働
運
動
へ
の

高
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
の
社
会
運
動
史
的
背
景

八
五

”(lｍＵ３（17）（1６１０，（M）⑬（ＩＤ 

同
右
。

△
 

「
民
報
』
第
七
三
号
、
一
九
四
六
年
二
月
一
六
日
。

長
谷
川
正
安
『
昭
和
憲
法
史
』
一
九
六
一
年
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
。
住
木
、
前
掲
『
占
領
秘
録
』
一
○
一
ペ
ー
ジ
。

『
民
報
』
第
一
二
三
号
、
一
九
四
六
年
四
月
八
日
。

『
民
報
」
第
一
八
三
号
、
一
九
四
六
年
六
月
七
日
》

『
第
九
十
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
録
速
記
録
、
第
四
号
』
一
九
四
六
年
、
五
八
ペ
ー
ジ
。

「
民
報
』
第
一
五
五
号
、
一
九
四
六
年
五
月
一
○
日
。

『
民
報
』
第
二
○
三
号
、
一
九
四
六
年
六
月
二
七
日
。

憲
法
制
定
議
会
（
節
九
○
国
会
）
に
お
け
る
論
議
の
進
展
と
比
例
し
て
の
在
野
の
活
動
、
た
と
え
ば
民
主
主
義
科
学
者
協
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

中
村
哲
『
新
憲
法
ノ
ー
ト
』
二
九
四
七
年
）
を
参
照
。



メ

高
野
に
、
「
政
治
の
デ
ー
モ
ソ
」
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
山
名
義
鶴
、
麻
生
久
、
河
野
密
な
ど
か
ら
労
働
運
動
へ

の
直
按
参
加
を
求
め
ら
れ
る
一
力
、
他
力
で
森
戸
辰
男
、
大
内
兵
術
な
ど
か
ら
研
究
所
長
と
し
て
の
学
問
の
仙
界
へ
の
と
ど
ま
り
を
諌
言

さ
れ
、
そ
の
結
采
、
無
産
政
党
の
委
倒
長
と
し
て
で
は
な
く
、
「
剛
Ⅲ
」
と
し
て
、
大
山
郁
夫
や
河
上
錐
と
は
ち
が
っ
た
放
流
的
な
る
も

の
へ
の
関
与
の
方
向
を
生
み
川
し
た
両
野
に
、
何
が
し
か
の
「
政
淌
的
デ
ー
モ
ソ
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
は
両
断

の
社
会
民
主
主
義
者
と
し
て
の
一
両
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
１
）
 

た
だ
し
、
高
野
の
場
合
、
こ
の
「
政
治
的
デ
ー
モ
ソ
」
が
「
権
力
衝
動
」
へ
転
化
す
る
こ
と
が
、
な
に
か
に
よ
っ
て
抑
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
「
な
に
か
」
と
は
、
二
一
一
ｍ
で
い
え
ば
、
統
計
学
者
と
し
て
の
「
醒
め
た
る
意
識
」
と
で
も
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
高
野
の
労

伽
遮
劫
へ
の
学
側
的
接
近
は
、
政
箙
諭
的
な
面
接
的
接
近
に
重
点
を
置
く
も
の
で
は
な
く
、
統
計
学
と
い
う
徹
底
し
た
対
象
客
観
化
の
作

業
を
皿
じ
て
の
援
近
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
商
岬
の
、
迩
勅
に
癖
論
し
な
が
ら
も
埋
没
す
る
こ
と
の
な
い
姿
勢
を
可
能
に
し
、
そ
し
て
、

そ
れ
が
、
労
働
述
動
に
お
け
る
「
顧
問
」
的
地
位
と
い
う
形
で
具
体
化
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
高
野
の
目
川
上
範
者
と

し
て
の
一
面
か
ら
生
み
川
さ
れ
る
特
徴
点
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

高
野
は
、
労
働
運
動
へ
「
参
加
す
べ
き
時
期
」
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
「
引
け
際
の
時
期
」
を
も
知
っ
て
い
た
。
「
引
け
際
」

●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●
 

を
自
己
に
見
極
め
さ
せ
る
点
で
、
高
野
は
徹
底
し
た
戦
闘
的
精
神
の
担
い
手
で
あ
っ
た
と
は
兄
倣
せ
な
い
。
し
か
し
、
一
同
野
の
「
政
治
的

●
●
●
０
０
■
■
●
●
●
●
●
●
 

デ
ー
モ
ン
」
は
、
戦
闘
的
姿
勢
を
喪
失
し
な
が
ら
引
く
こ
と
を
も
し
な
い
「
権
力
衝
動
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
人
々
の
デ
ー
モ
ン
と
は
明
ら

（
２
）
 

か
に
災
価
の
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
状
況
で
は
、
一
昨
、
身
を
引
き
、
「
亡
命
」
し
、
「
沈
潜
」
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
戦
闘
的
で
あ
る

商
野
器
三
郎
懲
法
私
案
の
社
会
巡
勤
史
的
澗
景

八
六

直
接
的
介
入
と
な
り
、
あ
る
い
は
戦
後
民
主
主
義
の
開
花
期
に
お
け
る
憲
法
私
案
の
発
表
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ

れ
る
。

△■■■ＦＦ匂△０１や．．．Ｕ○・・・口ロロ○一】



場
合
が
あ
り
う
る
。
社
会
民
主
主
義
的
自
由
主
義
者
虹
徹
底
し
た
鴎
主
主
義
・
社
会
主
維
の
戦
士
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
》

単
純
な
社
会
民
主
主
義
者
よ
り
は
は
る
か
に
確
実
な
権
力
批
判
の
粘
神
と
姿
勢
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

迩
法
が
、
形
式
的
な
法
の
法
と
し
て
の
雑
木
法
（
の
自
己
鴨
⑪
⑦
白
）
で
な
く
、
国
民
が
独
得
し
た
諦
椛
利
の
雛
約
的
表
現
と
し
て
の
懸

（
３
）
 

法
（
ぐ
の
瓜
色
⑪
、
ｐ
ｐ
ｍ
⑭
Ｈ
の
ｎ
頁
）
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
場
く
い
に
も
、
そ
の
同
の
歴
史
、
と
く
に
そ
の
回
の
人
氏
の
市
民
的
・

社
会
的
諸
権
利
獲
得
の
歴
史
に
根
ざ
し
た
内
容
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
そ
れ
が
圃
民
の
間
に
定
論
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
本
国
懲
法
の
誕
生
後
、
約
二
○
年
間
の
凡
訓
な
定
論
過
程
を
見
る
と
き
（
今
そ
れ
は
取
大
な
危
機

に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
期
の
で
あ
お
が
）
、
わ
れ
わ
れ
は
、
何
よ
り
も
、
こ
の
悲
法
が
、
制
定
当
時
、
単
に
外
的
要
因
ば
か
り
で
は
な
く
、
自

生
的
要
因
に
も
支
え
ら
れ
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
Ⅲ
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
今
日
、
い
わ
ゆ
る
「
謹
懸
勢
力
」
を

構
成
す
る
イ
デ
オ
い
－
グ
の
巾
に
も
、
謹
懸
運
動
の
基
礎
を
、
戦
後
二
○
年
の
懸
法
意
識
の
定
諮
過
漉
に
の
み
求
め
る
伽
向
が
あ
り
、

「
押
し
つ
け
ら
れ
た
遜
法
」
論
的
把
握
の
点
で
は
懸
法
調
衣
会
的
な
考
え
力
と
少
し
も
ち
が
っ
て
い
な
い
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
事
実

（
４
）
 

は
、
大
い
に
側
越
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

商
野
岩
三
郎
憲
法
私
案
は
、
日
本
国
憲
法
の
自
生
的
要
因
の
一
つ
の
例
で
あ
り
、
以
上
に
凡
た
耐
野
の
共
和
刷
懸
法
忠
組
の
雌
史
的
背

景
は
、
現
行
悲
法
が
、
旧
恋
法
体
制
内
の
労
働
述
肋
・
社
会
迷
吻
の
経
験
の
積
み
遮
れ
の
巾
か
ら
嘱
望
さ
れ
生
み
出
さ
れ
た
性
格
を
備
え

た
だ
し
、
高
野
の
共
和
国
憲
法
思
想
を
、
日
本
国
遜
法
の
自
生
的
要
因
の
一
つ
と
し
て
の
み
評
価
す
る
の
で
あ
っ
て
は
、
峻
小
化
の
誘

●
●
●
●
●
●
 

り
を
ま
ぬ
が
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
近
代
史
・
現
代
史
の
底
流
が
求
め
る
も
の
か
ら
す
れ
ば
日
木
国
憲
法
で
す
ら
民
主
主
義
的
諸

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
０
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●
 

原
則
の
貫
徹
と
い
う
点
で
は
不
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
と
し
て
、
間
野
の
共
和
国
恋
法
思
想
が
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

凋
野
岩
三
郎
懸
法
私
案
の
社
会
通
勤
史
的
坐
凰
皐

八
七

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
高
野
の
共
和
国
》
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岡
野
淵
三
郎
懲
法
私
案
の
社
会
迎
助
史
的
行
蛾

八
八

大
川
水
帝
国
憲
法
に
対
し
て
自
由
民
権
運
動
の
中
か
ら
生
れ
た
各
種
私
擬
懲
法
草
案
が
示
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
位
置
を
、
間
野
岩
三

郎
の
共
和
国
憲
法
私
案
は
日
本
国
憲
法
に
対
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(1) (２ 8） 

憲
法
な
る
も
の
の
こ
の
よ
う
な
政
論
史
的
把
握
に
関
し
て
は
、
左
記
松
下
論
文
（
注
４
）
に
教
え
ら
れ
ゐ
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。
な
お
、
政
治
史

的
憲
法
把
握
に
つ
い
て
は
、
自
由
民
権
運
動
の
中
で
す
で
に
次
の
よ
う
な
憲
法
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
事
実
が
興
味
深
く
思
わ
れ
る
．
「
夫
れ
同
家

と
は
何
ぞ
や
、
人
氏
あ
り
て
然
後
に
立
つ
も
の
に
非
ず
や
、
国
家
の
憲
法
と
は
何
ぞ
や
、
人
民
の
自
由
権
利
の
為
め
に
設
く
る
に
非
ず
や
、
蓋
し
人

氏
は
先
な
る
も
の
也
、
国
家
は
後
な
る
も
の
也
、
民
権
は
主
な
る
も
の
山
、
憲
法
は
容
な
る
も
の
山
、
民
椛
を
保
全
す
る
は
国
家
を
殻
く
る
の
、

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
０
０
０
０
●
●
●
’
●
 

的
也
、
制
度
懸
法
を
立
定
す
み
も
の
は
氏
椛
を
保
全
す
る
の
力
仙
山
一
（
柿
木
伎
擬
〃
民
碓
は
慾
法
の
奴
隷
に
非
ず
〃
『
高
知
新
川
」
輔
一
一
一
一
○
ｍ
で
、

一
八
八
一
年
六
Ⅱ
二
一
一
凡
家
水
三
郎
，
庇
司
古
之
助
編
『
脚
川
阯
椛
巡
肋
（
小
）
」
一
九
五
七
年
に
所
収
、
川
北
叩
三
七
ペ
ー
ジ
。
）

Ｇ
・
リ
ッ
タ
ー
は
、
「
政
治
的
な
為
も
の
」
（
ロ
厨
宅
・
胃
】
円
宵
）
を
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
為
も
の
」
（
烏
賜
□
妙
Ｂ
Ｃ
Ｂ
い
、
｝
〕
の
）
と
し
て
と
ら
え
た
。

「
デ
牡
１
一
一
ツ
シ
ュ
な
る
も
の
は
、
糠
の
ま
っ
た
く
の
否
定
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
光
に
対
す
恐
ま
つ
た
き
陪
黙
の
領
分
で
は
な
く
て
、
柳
川
、

鵬
味
不
確
災
な
為
も
の
、
恐
ろ
し
く
気
味
懇
き
も
の
の
領
分
で
あ
筋
。
デ
ー
モ
ソ
は
激
依
（
円
慨
脇
器
具
風
［
）
で
あ
る
。
Ｌ
（
の
．
国
戸
汗
§
ロ
の

。
回
日
・
ロ
】
⑦
。
Ｒ
〕
【
ロ
ｎ
頁
ら
ち
，
⑪
，
厨
・
西
村
Ｈ
二
訳
詞
叩
刀
忠
州
史
』
一
九
六
三
年
、
九
ペ
ー
ジ
）
。
Ｆ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
は
、
、
家
の
生
成
と

発
展
を
物
理
的
刀
（
昂
日
８
）
と
柿
神
的
超
勤
刀
（
同
忌
８
）
と
の
統
一
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
際
、
そ
の
視
点
を
「
政
愉
家
の
行
動
」

の
次
元
に
ま
で
具
体
化
し
、
「
砕
碓
刀
衝
動
に
よ
る
行
動
と
道
徳
的
賢
任
に
よ
る
行
動
」
と
の
柵
の
問
題
を
追
究
し
た
。
マ
イ
ネ
ッ
ケ
に
と
っ
て
、

「
た
ん
な
る
権
力
衝
動
」
（
：
円
巨
Ｃ
脇
①
菖
色
ｏ
耳
ａ
８
）
と
は
「
支
配
し
よ
う
と
い
う
欲
望
・
野
心
」
で
あ
っ
た
。
（
可
・
言
ｃ
一
．
ｃ
ｃ
六
。
》
目
①
固
・
○

○
・
円
の
曰
呉
閂
勝
・
ロ
》
Ｓ
ｍ
『
．
⑩
．
ｍ
・
菊
盛
英
夫
・
生
松
敬
三
訳
『
近
代
史
に
お
け
る
国
家
理
性
の
理
念
』
一
九
六
○
年
、
六
ペ
ー
ジ
儒
）

Ｇ
・
リ
ッ
タ
ー
は
、
「
責
任
を
側
兜
し
た
政
酔
眼
家
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
「
か
か
み
政
弘
叫
家
は
こ
の
上
も
な
く
大
き
な
対
立
を

●
●
●
●
●
０
０
●
●
０
０
●
●
０
０
●
●
●
●
●
０
●
 

脚
己
の
う
ち
で
合
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
悩
熱
的
で
い
て
川
》
脳
深
く
、
●
凹
己
の
使
命
に
対
す
る
』
脈
念
に
す
っ
か
り
充
柵
し
な
が
ら
、

０
０
０
０
０
０
●
●
０
０
０
０
０
０
０
０
●
●
０
０
●
●
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
限
界
を
鱒
柵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
矛
附
す
為
能
力
の
ま
こ
と
に
柿
打
な
納
答
だ
！
」
（
の
．
固
［
［
：
○
℃
．
ｎ
】
Ｐ

の
・
桿
嵐
・
西
村
訓
一
七
七
ペ
ー
ジ
。
）

一▲至臼
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い）

た
と
え
ば
先
に
見
た
川
添
氏
の
例
が
そ
う
で
あ
る
が
、
松
下
圭
一
氏
も
、
日
木
国
懸
法
は
１
．
上
か
ら
』
な
い
し
『
伽
か
ら
』
の
革
命
」
の
結
果
と

し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
為
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
国
懸
法
の
正
統
性
の
側
題
は
、
松
下
氏
に
よ
れ
ば
、
一
ア
メ
リ
カ
独
立
や
プ
ラ
ソ

ス
軟
命
、
あ
る
い
は
、
シ
ア
革
命
の
よ
う
に
革
命
の
成
果
と
し
て
懸
法
が
成
立
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
懸
法
制
定
後
腫
、
繊
懸
巡
動

を
通
じ
て
憲
法
は
定
落
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
護
憲
運
動
の
意
義
の
強
調
は
、
日
本
国
憲
法
の
自
生
的
要
因
の
欠
如

●
●
●
●
●
●
●
●
◆
０
０
●
●
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
、
●

の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
自
生
的
要
因
を
国
民
一
般
の
意
識
に
拡
大
し
定
着
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
（
松
下
圭

一
”
懸
法
擁
護
述
仙
の
理
論
と
課
越
“
『
思
想
』
節
四
五
五
号
、
一
九
六
二
年
五
月
。
の
ち
に
『
現
代
Ⅲ
木
の
政
論
的
構
成
』
一
九
六
二
年
に
所
収
、

を
参
照
）
。
ま
た
、
京
極
純
一
氏
は
、
今
川
の
懸
法
側
越
を
ぬ
ぐ
為
状
況
に
つ
い
て
、
懸
法
を
支
え
為
『
政
治
学
的
な
意
味
で
の
小
川
胴
」
を
考
え
、

「
一
八
八
九
年
懸
法
」
に
対
し
て
は
「
八
九
年
型
中
川
川
」
を
、
。
九
四
七
年
惣
法
』
に
対
し
て
は
「
四
七
年
型
巾
Ⅲ
僻
」
を
そ
れ
ぞ
れ
被
定

し
、
両
者
の
側
に
僑
仰
の
側
題
な
い
し
宗
教
戦
争
の
悶
題
を
介
亦
さ
せ
ゐ
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
設
定
を
試
み
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
京
極

氏
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
宗
教
戦
争
」
と
は
「
正
教
、
然
司
剛
、
小
川
僻
の
名
次
元
に
お
い
て
八
九
年
型
と
四
七
年
剛
と
の
両
者
が
蚊
立
し
、
帆

剋
し
、
や
が
て
公
教
育
と
い
う
国
数
会
の
争
雑
を
め
ぐ
っ
て
攻
防
戦
を
腿
開
」
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
京
樺
氏
は
、
公
数
両

●
●
●
●
 

を
媒
体
と
し
て
憲
法
の
正
統
性
を
国
民
の
側
に
定
請
さ
せ
る
べ
く
、
今
ま
さ
に
「
公
教
育
の
争
奪
」
戦
が
展
開
さ
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
明
ら
か
に
、
日
本
国
懸
法
に
つ
い
て
の
「
与
え
ら
れ
た
憲
法
」
「
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
」
と
し
て
の
把
握
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
。
（
京
極
純
一
〃
川
本
社
会
と
「
懸
法
川
脳
」
感
覚
“
「
懸
想
』
節
四
五
一
ハ
サ
、
一
九
六
二
年
五
月
、
参
照
．
）
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